
近
世
都
市
に
お
け
る
所
帯

i
一
六
八
九
年
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
を
例
に
i

谷

口

健

治

近世都市における所帯（谷口）

は
　
じ
　
め
　
に

　
一
六
六
三
年
ト
ラ
ソ
シ
ル
ヴ
ァ
ユ
ア
侯
国
の
内
紛
に
端
を
発
し
て
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
関
係
が
悪
化
し
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
大
軍
が

ウ
ィ
ー
ン
に
迫
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
。
こ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
諸
邦
は

神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
レ
！
オ
ポ
ル
ト
㎝
世
の
求
め
に
応
じ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に

援
軍
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
を
首
都
と
す
る
カ
ー
レ
ソ
ベ

ル
ク
侯
一
領
（
後
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
弔
意
侯
領
）
も
こ
の
対
ト
ル
コ
戦
争
・
に
参

戦
し
、
一
六
六
四
年
に
は
戦
費
を
賄
う
た
め
佐
民
に
臨
時
の
人
頭
税
が
課
せ

ら
れ
た
。
そ
の
後
、
カ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
侯
領
で
は
一
六
七
五
年
、
一
六
七
八

年
、
一
六
八
六
年
、
一
六
八
九
年
に
も
同
じ
よ
う
な
人
頭
税
が
徴
収
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
五
回
に
わ
た
る
人
頭
税
徴
収
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
都
度
住
民
の
調

査
が
行
わ
れ
、
課
税
の
た
め
の
帳
簿
が
作
成
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
一
六
八
九

年
に
作
ら
れ
た
課
税
簿
は
非
常
に
詳
細
な
も
の
で
、
当
時
の
カ
ー
レ
ソ
ベ
ル

ク
侯
領
の
住
民
に
関
す
る
重
要
な
史
料
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
一
六
八
九
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
課
税
簿
は
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ

の
う
ち
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
i
市
に
関
す
る
部
分
を
利
用
し
な
が
ら
、
こ
の
都
市

の
住
民
が
ど
の
よ
う
な
所
帯
を
営
ん
で
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
社
会
を
構

成
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
一
六
八
九
年
の
課
税
簿
の
ハ
ノ
ー
フ
ー
ノ
ー
に
関
す
る
部
分
は
こ
れ
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
も
何
人
か
の
研
究
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
都
市
全
体
の
人

口
、
駈
帯
数
、
職
業
分
布
、
男
女
別
年
齢
構
成
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
課
税
率
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
は
な
お
汲

み
尽
く
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
社
会
階
層
、
所
帯
構
造
、
家
屋
利
用
状
況
な
ど

の
心
し
い
調
査
項
目
を
追
加
し
、
ま
た
社
会
階
層
別
の
職
業
分
布
、
所
帯
の

構
成
要
素
ご
と
の
年
齢
構
成
、
社
会
階
層
別
の
家
屋
利
用
状
況
と
い
っ
た
細
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か
く
区
分
さ
れ
た
数
値
の
集
計
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
．
よ
り
陰
影
に
富
ん

だ
所
帯
の
姿
、
社
会
の
姿
を
提
示
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
．

①
　
一
九
四
〇
年
か
ら
」
九
四
一
年
に
か
け
て
ハ
ノ
ー
フ
ナ
…
周
辺
の
郡
と
ハ
ノ
ー

　
フ
ァ
ー
に
関
す
る
部
分
が
切
霞
。
げ
碧
P
蜜
伊
き
切
①
鍵
α
．
”
b
旨
き
暮
§
ミ
富
－

　
笥
ミ
馬
9
轟
恥
ミ
蝕
謎
§
榊
蝋
§
u
ミ
O
ミ
題
さ
馬
鑓
－
O
ミ
“
§
偽
§
§
ミ
O
臓
さ
§
壽
禽
§

　
e
§
＆
。
。
漁
日
。
溶
ど
国
9
雪
。
く
¢
醜
6
蒔
O
…
ω
露
民
ぎ
p
嘗
り
曾
8
。
7
言
㌧
じ
弓
魯
『
σ
　
“

　
b
甘
さ
嘗
§
も
ミ
富
魯
ミ
胎
勢
N
§
偽
礼
ミ
家
母
§
ミ
§
畑
ミ
O
ミ
§
9
誌
6
q
ミ
鳶
ミ
騨

　
§
ミ
O
菱
ぎ
S
禽
§
e
o
§
＆
鎗
魍
円
皇
一
ρ
霞
p
慧
。
〈
Φ
噌
一
㊤
自
と
い
う
形
で
出

　
版
さ
れ
、
残
り
の
部
分
は
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
七
二
年
に
か
け
て
切
琴
。
7
賀
9

　
罫
＝
a
戸
山
巷
血
【
δ
鼻
ρ
じ
ご
。
9
門
銘
b
驚
さ
薯
§
ミ
さ
馬
鶏
ミ
偽
凡
ぎ
譜
“
ミ

　
き
尊
防
§
ミ
§
ミ
G
ミ
馬
一
き
恥
薦
6
q
ミ
謡
鷺
起
ミ
ミ
O
菱
守
§
ぎ
偽
§
e
§
＆
恥
も
”
目
。
綜

　
ω
ム
ρ
類
一
冠
①
鴇
。
ぎ
お
＄
一
一
㊤
鵡
と
し
て
鳩
版
さ
れ
た
。
な
お
人
頭
税
微
収
の

　
経
緯
に
つ
い
て
は
目
①
臨
H
の
序
文
に
説
明
が
あ
る
。

②
管
見
に
触
れ
た
限
り
で
も
譲
窪
角
ω
げ
窪
α
q
嚇
出
拶
房
”
葦
ミ
吻
S
ミ
螺
？
ミ
ミ
い
。
－

　
箋
ミ
繋
魯
ミ
ミ
龍
賊
ミ
ミ
笥
§
ミ
§
ミ
恥
寒
ミ
肋
ミ
ミ
ミ
9
＝
§
§
、
ミ
§
蝕
Ω
α
艶
お
窪

　
一
Φ
8
一
頃
雲
讐
日
薯
①
び
9
塊
一
－
出
嘗
ω
”
U
δ
切
⑦
ω
置
①
壽
ω
欝
O
漕
一
『
H
（
一
窪
ω

　
言
ξ
屋
犀
琶
ユ
≦
巳
鳥
。
導
母
涛
●
図
α
訂
9
宣
出
崩
σ
q
』
9
題
ミ
ら
為
鷺
§
憶
恥
ミ
ミ

　
ミ
9
§
＄
ミ
吻
切
9
ざ
鵠
9
頃
8
＜
霞
ぢ
り
ト
。
、
o
っ
．
H
巽
I
N
窪
…
∪
醇
ω
。
“
翼
一
〇
窪
ロ
霞

　
切
費
σ
q
。
で
≦
段
囲
9
8
一
二
三
●
一
替
三
韓
9
再
三
層
臼
閉
。
ω
一
山
。
農
。
。
欝
象
¢
㊤
亭

　
目
。
く
①
『
”
言
”
頴
ρ
房
－
∪
δ
け
¢
『
ω
o
σ
ヨ
一
9
霞
嵩
σ
q
．
”
ミ
噛
§
o
e
ミ
●
鼠
ミ
笥
§
ミ
馬
匙
ミ

　
9
＆
職
さ
じ
ご
一
。
一
。
h
。
一
α
一
㊤
Φ
卜
σ
”
ψ
鷲
ト
⑦
μ
が
一
嘘
八
九
年
の
課
税
簿
…
噸
利
用
滋
ズ
、
．

　
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
住
民
の
分
析
を
試
み
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
著
者
が
取
り
上

　
げ
て
い
る
新
市
街
と
の
比
較
は
本
稿
で
ば
行
わ
な
か
っ
た
。

工
　
職
業
と
社
会
階
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
近
世
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
は
大
都
市
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
近
世
初
頭
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

一
五
〇
〇
年
頃
に
は
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
人
口
は
五
〇
〇
〇
人
程
度
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
一
七
世
紀
の
後
半
に
は
人
口
は
次
第
に
増
加
し
、
一
六
八
九
年
に

は
お
よ
そ
七
〇
〇
〇
人
が
ハ
ノ
イ
フ
ァ
ー
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た

（
旧
市
街
の
み
）
。
詳
細
な
課
税
簿
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
一
六
八
九

年
の
人
口
と
し
て
こ
の
よ
う
に
お
よ
そ
七
〇
〇
〇
人
と
い
う
概
数
を
挙
げ
ざ

る
を
得
な
い
の
は
、
課
税
簿
の
記
載
の
一
部
に
大
雑
把
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

正
確
な
人
口
を
確
定
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
概
数
で
は
不
便
な

点
が
あ
る
の
で
、
以
下
の
記
述
に
お
い
て
は
筆
者
が
課
税
簿
か
ら
集
計
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

次
の
よ
う
な
住
民
の
数
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
（
旧
市

街
）
の
通
常
の
住
民
は
六
〇
七
〇
人
を
数
え
る
。
人
頭
税
が
免
除
さ
れ
て
い

る
一
部
の
住
民
に
つ
い
て
は
所
帯
の
溝
成
員
が
個
別
的
に
記
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
り
、
部
分
的
に
省
賂
さ
れ
て
い
た
り
す
る
の
で
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
実

際
の
居
住
者
が
こ
の
数
を
上
回
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な

数
を
掴
む
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
他
に
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
は
政
府
高
官
や

宮
廷
関
係
者
を
中
心
に
領
事
君
主
の
書
記
局
が
記
録
し
て
い
る
住
民
が
住
ん

で
い
た
。
こ
ち
ら
の
方
は
奉
公
人
な
ど
も
含
め
て
四
二
二
人
と
い
う
数
に
な

る
。
こ
の
書
記
局
掌
握
住
民
に
つ
い
て
も
記
述
に
曖
昧
な
部
分
が
あ
る
た
め
、
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近世都市における所帯（谷口）

確
実
な
最
低
限
の
人
数
を
表
示
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、

救
貧
院
に
は
七
一
人
の
男
女
と
子
供
が
、
聖
霊
施
療
院
に
は
三
一
入
の
男
女

が
牧
容
さ
れ
て
い
た
。
通
常
の
住
民
と
書
記
局
掌
握
住
民
の
間
に
若
干
の
重

複
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
四
つ
の
数
字
を
合
計
す
る
と
六
五
九
四
人
と

い
う
数
宇
が
得
ら
れ
る
。
こ
れ
が
本
稿
で
用
い
る
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
人
口
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
男
性
は
二
七
九
二
人
、
女
性
は
三
四
五
〇
人
、

性
別
の
記
さ
れ
て
い
な
い
子
供
は
三
五
二
人
で
、
人
数
の
上
で
は
女
性
が
優

位
に
立
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
六
五
九
四
人
の
住
民
、
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の

数
字
か
ら
元
々
翫
帯
を
構
成
し
て
い
な
い
救
貧
院
と
聖
霊
施
療
院
の
収
容
者

を
差
し
引
い
た
六
四
九
二
人
の
住
罠
に
つ
い
て
は
、
一
五
二
三
の
所
帯
を
数

え
る
こ
と
が
で
き
む
・
所
帯
の
中
に
は
所
帯
主
不
在
の
霧
が
九
つ
婁
れ

て
い
る
の
で
、
所
帯
主
は
一
五
一
四
人
で
あ
る
。
所
帯
主
の
こ
の
数
は
往
民

全
体
の
二
三
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
、
所
帯
を
構
成
し
て
い
た
六
四
九
二
人
の
住

民
の
二
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
。
ま
た
所
帯
の
数
と
所
帯
を
構
成

し
て
い
た
住
属
の
数
か
ら
、
一
つ
の
所
帯
の
中
で
は
平
均
す
る
と
四
・
三
人

の
住
民
が
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
数
値
が
得
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
所
帯
の
中

で
最
も
数
が
多
か
っ
た
の
は
二
七
〇
所
帯
（
所
帯
全
体
の
一
七
・
七
パ
ー
セ

ン
ト
に
相
当
）
を
数
え
る
構
成
員
一
人
の
所
帯
、
第
二
位
は
二
二
八
所
帯
を

数
え
る
講
成
員
三
人
の
所
帯
で
、
構
成
員
が
四
人
の
所
帯
は
第
三
位
の
二
二

〇
所
帯
（
一
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
留
ま
っ
て
い
た
。

　
そ
れ
で
は
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
！
社
会
の
基
本
的
単
位
を
形
成
し
て
い
た
こ
れ

ら
一
五
二
三
の
所
帯
は
一
体
ど
の
よ
う
な
職
業
に
よ
っ
て
そ
の
生
計
を
維
持

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
は
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

な
お
、
所
帯
の
生
計
を
支
え
て
い
た
所
帯
主
の
職
業
と
し
て
複
数
の
職
業
が

併
記
さ
れ
て
い
る
揚
詰
に
は
、
原
則
と
し
て
最
初
に
記
さ
れ
て
い
る
職
業
に

準
拠
す
る
こ
と
に
し
た
。
所
帯
主
の
職
業
の
中
で
最
も
就
業
者
の
多
か
っ
た

の
は
各
種
の
手
工
業
で
あ
る
。
手
工
業
を
営
ん
で
い
た
所
帯
主
は
四
七
五
人

を
数
え
る
。
す
な
わ
ち
、
　
一
五
二
三
所
帯
の
三
一
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
お
よ

そ
三
分
の
一
が
手
工
業
で
生
計
を
立
て
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
手
工

業
者
の
中
で
は
靴
屋
（
四
五
人
）
の
数
が
最
も
多
か
っ
た
。
こ
れ
と
肩
を
並

べ
る
の
が
仕
立
屋
（
四
三
人
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
、
パ
ン
屋
（
ご
＝
人
）
、

指
物
師
（
二
六
人
、
た
だ
し
職
人
五
人
を
含
む
）
、
肉
屋
（
一
七
人
）
、
靴
直

し
（
一
四
人
）
、
樽
屋
（
一
二
人
）
、
悪
報
（
一
一
人
）
、
ペ
ン
キ
屋
（
一
一
人
、

た
だ
し
職
人
一
人
を
含
む
）
、
鍛
冶
屋
（
八
人
）
、
ロ
ク
ロ
細
工
師
（
八
人
）
、

金
細
工
師
（
七
人
）
、
白
な
め
し
業
者
（
七
人
）
、
帽
子
製
造
業
者
（
七
人
）

と
い
っ
た
職
種
の
手
工
業
者
が
続
く
（
表
1
参
照
）
。
以
上
の
一
四
の
職
種

で
手
工
業
者
全
体
の
ほ
ぼ
半
数
を
占
め
て
い
た
。
な
お
、
客
の
家
に
出
向
い

て
豚
な
ど
を
処
理
す
る
型
の
肉
屋
に
は
他
に
第
一
表
記
の
別
の
職
業
を
持
つ

者
が
五
人
含
ま
れ
て
い
た
が
、
原
則
に
従
っ
て
こ
こ
で
は
彼
ら
を
肉
屋
の
数

に
は
加
え
な
か
っ
た
。
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表1　手工業の主要な職種

職 種鑑別懸儲1眠・息子レ二男唱導姓使臥
靴屋
仕立屋

パン屋

摺物師

肉屋
靴直し

樽屋
懸屋
ペンキ屋

鍛冶屋

ロクP細工師

金細工師

白なめし業者

幡子製造業者

錠前師

染色業者

亜麻織物業者

ガラス業者

錫細工師

大工親方

ボタン製造業者

屋：根葺き

籠製造業者

晴五師

真珠刺繍業者

床屋
ロープ製造業者

人

5
3
1
1
7
4
2
1
0
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4

4
4
3
2
1
1
1
1
1

人

2
0
6
2
1
6
8
1
2
7
3
5
6
6
4
5
3
4
3
5
1
4
1
1
1
3
3

0
0
2
2
1
1

入

8
7
4
5
8
4
3
1
2
2
4
2
1
2
5
3
1
2
1
0
1
5
1
0
1
2
0

2
　
　
1

人

8
5
7
9
2
5
4
0
0
6
3
0
5
2
0
2
2
1
2
4
3
0
0
0
0
0
2

　
2

人

7
8
9
4
G
O
2
2
1
9
0
6
1
7
8
8
2
6
5
6
5
0
0
4
1
8
2

6
6
2
2
1
　
王
　
　
1
1
　
1

人

2
9
0
6
2
0
4
6
8
9
3
9
4
2
5
6
1
2
6
6
1
0
2
1
3
4
2

2
1
Q
U
　
　
－

　
こ
の
他
に
、
通
常
の
手
工
業
と
は
形
態
を
異
に
す

る
職
種
が
幾
つ
か
存
在
し
た
。
一
般
に
、
左
官
と
大

工
は
親
方
に
な
る
の
が
難
し
い
職
種
で
、
親
方
の
家

に
住
み
込
ま
ず
、
独
立
し
た
所
帯
を
営
む
職
人
が
多

数
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
お
い

て
も
左
官
で
は
親
方
一
人
、
職
人
二
七
人
（
徒
弟
｝

人
を
含
む
）
、
大
工
で
は
親
方
五
人
、
職
人
一
三
人

が
独
立
し
た
所
帯
を
形
成
し
て
い
た
。
ま
た
ビ
ー
ル

醸
造
業
は
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
お
い
て
は
古
い
形
態
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

近
世
に
至
る
ま
で
維
持
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
一
三

七
人
の
ド
ム
ス
と
呼
ば
れ
る
正
規
家
屋
の
所
有
者
が

ピ
ー
ル
の
醸
造
権
を
所
有
し
て
お
り
、
ビ
ー
ル
醸
造

親
方
あ
る
い
は
ビ
ー
ル
醸
造
職
人
を
罷
っ
て
ビ
ー
ル

を
生
産
し
て
い
た
。
ビ
ー
ル
醸
造
親
方
と
ビ
ー
ル
醸

造
職
人
は
地
位
が
異
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
経
営
者

と
使
用
人
の
関
係
に
は
な
く
、
共
に
ビ
ー
ル
醸
造
権

の
所
有
者
に
雇
わ
れ
て
仕
窮
を
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
ビ
ー
ル
醸
造
親
方
は
｝
三
人
、
ビ
ー
ル
醸

造
職
人
は
二
八
人
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
独
立
し
た
唐

帯
を
営
ん
で
い
た
。
特
殊
で
は
あ
る
が
、
就
業
者
の
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多
い
こ
れ
ら
三
つ
の
職
種
を
、
先
の
一
四
の
職
種
に
加
え
る
と
、
手
工
業
者
の

お
よ
そ
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
こ
れ
ら
一
七
の
職
種
の
何
れ
か
で
働
い
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
な
お
、
ビ
ー
ル
醸
造
権
の
所
有
者
は
自
ら
は
醸
造
の
工
程
に

係
わ
っ
て
い
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
、
手
工
業
者
に
は
加
え
な
か
っ
た
。

　
所
帯
主
の
中
で
手
工
業
者
に
次
い
で
多
か
っ
た
の
は
公
務
や
自
由
業
に
携

わ
っ
て
い
た
者
で
あ
る
。
枢
密
顧
問
官
か
ら
書
記
に
至
る
ま
で
の
政
府
や
宮

廷
の
役
人
が
七
四
人
、
市
長
以
下
の
市
の
役
人
、
帯
内
の
三
つ
の
教
区
教
会

の
牧
師
、
ラ
テ
ン
語
学
校
の
教
員
な
ど
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
市
の
公
務
に
係
わ
る

者
が
三
〇
人
、
医
者
（
内
科
医
）
、
法
律
家
、
公
証
人
、
職
業
不
詳
の
大
学

卒
業
者
な
ど
が
二
四
人
、
す
べ
て
を
合
わ
せ
る
と
公
務
・
自
由
業
の
断
帯
主

は
＝
一
八
人
に
上
る
。
さ
ら
に
、
未
亡
人
や
退
職
者
三
二
人
を
加
え
る
と
、

公
務
・
自
由
業
や
そ
の
恩
典
に
よ
っ
て
生
計
を
支
え
て
い
た
の
は
一
六
〇
所

帯
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
六
〇
所
帯
と
い
う
数
は
所
帯
全
体
の
」
○
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。
こ
の
他
に
、
所
帯
全
体
の
六
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
に

相
当
す
る
九
一
所
帯
の
庚
帯
主
が
領
邦
政
府
や
宮
廷
、
あ
る
い
は
ハ
ノ
ー
フ

ァ
i
市
に
下
級
の
使
用
人
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
領
邦
政
府

や
宮
廷
の
被
傭
者
は
三
四
人
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
市
の
被
傭
者
は
五
七
人
で
あ

っ
た
。
市
の
下
級
使
用
人
の
中
に
は
、
警
備
要
員
（
一
六
人
）
や
家
畜
番
（
七

人
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
公
務
・
自
由
業
に
携
わ
る
者

や
下
級
の
使
用
人
と
な
別
に
、
特
殊
な
形
で
領
邦
政
府
に
雇
わ
れ
て
い
る
者

と
し
て
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
は
兵
隊
が
居
住
し
て
い
た
。
兵
隊
の
所
帯
は
一
〇

二
所
帯
を
数
え
る
。
こ
の
数
は
所
帯
全
体
の
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す

る
。
こ
れ
ら
の
所
帯
の
中
に
は
夫
が
出
征
中
の
所
帯
や
戦
死
し
て
し
ま
っ
た

所
帯
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
何
ら
か
の
理
由
で
夫
が
不
在
の
所
帯
は
ほ

ぼ
半
数
の
四
九
所
帯
に
上
る
。
公
務
・
自
由
業
の
所
帯
の
か
な
り
の
部
分
、

領
邦
政
府
や
宮
廷
の
下
級
使
用
人
の
所
帯
、
兵
隊
の
所
帯
は
一
六
三
六
年
に

領
邦
の
首
都
が
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
移
転
し
て
こ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
見
ら
れ

な
か
っ
た
は
ず
の
も
の
で
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
居
城
都
市
と
し
て
の
性
格
を

表
す
存
在
で
あ
っ
た
。

　
手
工
業
、
公
務
・
自
由
業
、
兵
隊
の
所
帯
に
次
い
で
四
番
目
に
多
か
っ
た

の
が
商
業
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
の
所
帯
で
あ
る
。
こ
の
職
業
グ
ル
ー
プ
に
は
所

帯
全
体
の
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
九
八
所
帯
が
所
属
し
て
い
た
。
そ

の
内
訳
を
見
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
毛
織
物
を
取
り
扱
う
特
権
を
持
ち
、

商
人
組
合
を
結
成
し
て
市
政
に
対
し
て
も
特
別
の
関
係
に
立
っ
て
い
た
商
人

は
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
勢
力
を
失
い
、
六
人
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
毛
織
物
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
の
商
品
を
取
り
扱
う
雑
貨
商
は

一
五
人
、
食
料
品
を
販
売
す
る
食
品
商
は
】
三
人
を
数
え
た
。
ハ
ノ
ー
フ
ァ

ー
に
お
い
て
は
雑
貨
商
も
食
品
商
も
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
同
業
組
合
を
形
成
し

て
い
た
。
な
お
、
第
一
衰
記
の
別
の
職
業
を
持
つ
兼
業
の
雑
貨
商
（
三
人
）

と
食
品
商
（
五
人
）
は
上
記
の
人
数
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ビ
ー
ル
や
火
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酒
の
販
売
に
は
二
三
人
の
所
帯
主
が
従
事
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
酒
類
の
販

売
を
行
う
に
は
当
局
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
。
他
に
二
人
が
市
か
ら
葡
萄

酒
の
販
売
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
の
職
業
グ
ル
ー
プ
の
所
帯
主
の
中

に
は
九
人
の
旅
館
経
営
者
が
含
ま
れ
て
い
た
。
旅
館
経
営
者
も
酒
類
の
販
売

権
を
持
ち
、
客
に
飲
食
物
を
提
供
し
て
い
た
。
こ
の
他
に
も
、
馬
や
穀
物
か

ら
鶏
や
キ
ャ
ベ
ツ
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
の
商
品
を
販
売
し
て
生
計
を
立
て

る
男
女
の
所
帯
が
三
〇
所
帯
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
職
業
グ
ル

ー
プ
に
属
す
る
房
帯
の
他
に
、
日
雇
い
労
働
者
や
そ
れ
に
類
す
る
職
業
の
従

蘂
老
の
所
帯
、
物
乞
い
・
貧
困
者
の
所
帯
が
か
な
り
の
数
を
示
し
た
。
臼
雇

い
労
働
者
、
荷
車
引
き
、
糸
紡
ぎ
、
針
子
な
ど
の
所
帯
を
合
計
す
る
と
八
三

所
帯
（
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
上
る
。
一
方
、
物
乞
い
と
貧
困
者
の
所
帯

は
三
二
所
帯
（
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
数
え
た
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

手
工
業
者
か
ら
物
乞
い
・
貧
困
者
ま
で
の
職
業
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
研
帯
を

合
計
す
る
と
、
所
帯
全
体
の
お
よ
そ
六
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
残
り
は

所
帯
主
の
職
業
が
分
類
困
難
な
所
帯
か
記
入
さ
れ
て
い
な
い
断
固
で
あ
る
。

　
続
い
て
、
一
五
二
三
の
所
帯
を
人
頭
税
の
額
に
よ
っ
て
幾
つ
か
の
社
会
階

層
に
分
類
す
る
作
業
を
行
う
こ
と
に
し
よ
う
。
人
頭
税
は
一
六
八
九
年
の
場

合
に
は
原
則
と
し
て
＝
一
歳
以
上
の
す
べ
て
の
男
女
に
課
せ
ら
れ
た
が
、
そ

の
額
は
一
律
で
は
な
く
、
各
人
の
地
位
、
職
業
、
財
産
な
ど
に
よ
っ
て
細
か

　
　
　
　
　
　
⑦

く
異
な
っ
て
い
た
。
納
税
額
と
各
人
の
収
入
や
財
産
と
の
間
に
は
直
接
的
な

対
応
関
係
は
な
い
が
、
所
帯
主
の
納
税
額
が
そ
の
所
帯
の
社
会
的
な
立
場
を

大
ま
か
に
標
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
所
帯
主

の
納
税
額
に
基
づ
い
て
所
帯
の
社
会
的
階
層
区
分
を
試
み
よ
う
と
い
う
わ
け

な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
納
税
額
の
欠
け
て
い
る
物
乞
い
・
貧
困
者
に
つ
い

て
は
納
税
額
を
○
と
見
な
し
、
そ
れ
以
外
で
所
帯
主
の
納
税
額
が
記
さ
れ
て

い
な
い
二
七
二
の
所
帯
（
主
に
領
邦
政
府
や
宮
廷
の
関
係
者
と
兵
隊
の
所
帯
）

は
こ
の
作
業
か
ら
は
除
外
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
は
一
五
二
三
所
帯

の
八
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
残
り
の
＝
一
五
一
所
帯
の
み
が
以
下
の

階
層
区
分
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
階
層
の
境
目
と
な
る
納
税
額
を
決
定
す

る
の
は
難
し
い
が
、
こ
こ
で
は
手
工
業
者
に
課
せ
ら
れ
る
最
高
額
の
人
頭
税

六
タ
ー
ラ
ー
、
市
民
権
保
有
者
（
市
罠
）
の
中
で
も
特
に
重
視
さ
れ
て
き
た

ビ
ー
ル
醸
造
権
保
有
者
が
納
め
る
最
低
額
の
人
頭
税
四
タ
ー
ラ
ー
、
通
常
の

手
工
業
職
人
が
納
め
る
最
高
額
の
人
頭
税
一
タ
ー
ラ
ー
を
境
界
線
と
し
て
、

四
つ
の
階
層
を
区
分
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
住
民
の
う
ち
最
も
上
位
を
占
め
る
の
は
六
タ
ー
ラ
ー
を

越
え
る
人
頭
税
を
納
め
る
所
帯
主
、
つ
ま
り
手
工
業
者
の
枠
を
越
え
る
税
額

を
納
め
る
所
帯
主
か
ら
な
る
階
層
で
、
そ
の
所
属
者
は
一
一
四
人
を
数
え
る
。

こ
の
人
数
は
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
所
帯
主
一
二
五
一
人
の
九
・
一
パ
ー
セ
ン

ト
に
当
た
る
。
次
に
位
置
す
る
の
は
「
中
の
上
層
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
階
層

で
あ
る
。
こ
の
階
層
に
は
、
市
民
権
保
有
者
の
申
核
で
あ
る
ビ
ー
ル
醸
造
権
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表2　社会階層と職業グループ（納税額戦明者のみ）

雇
ど

日
な

0人

　0

　5

72

物乞い
など

0人

　o

　o

32

兵隊下級
使用人

公務・
自由業

商業など手工業所帯主社会階層

6人

　8

　3

13

砥
3
9
姐

蹴
舞
・

28人

13

45

11

19人

79

258

108

114人

263

373

5el

上暦

中の上層

中の下層

下層

7732305311597合　計 1，251　1　464

保
有
者
で
あ
る
こ
と
を
標
示
す
る
四
タ
ー

ラ
ー
以
上
で
、
六
タ
ー
ラ
ー
以
下
の
人
頭

税
を
納
め
る
二
六
三
人
の
所
帯
主
が
属
し

て
い
た
。
こ
の
人
数
は
＝
一
五
一
入
の
所

帯
主
の
二
一
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
に
栢
当
す

る
。
三
番
目
の
階
層
は
「
中
の
下
層
」
で

あ
り
、
四
タ
ー
ラ
ー
未
満
で
一
タ
ー
ラ
ー

を
越
え
る
人
頭
税
を
納
め
る
三
七
三
人
の

所
帯
主
が
こ
こ
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
人

数
は
一
二
五
一
人
の
う
ち
の
二
九
・
八
パ

ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。
　
一
タ
ー
ラ
ー
を

越
え
る
人
頭
税
を
支
払
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
通
常
は
独
立
し
た
所
帯
を
営
む
こ
と

が
で
き
な
い
手
工
業
職
人
を
越
え
る
社
会

的
地
位
を
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
最
後
は
下
層
で
、
人
頭
税

一
タ
ー
ラ
ー
以
下
の
所
帯
主
が
こ
こ
に
属

す
る
。
そ
の
数
は
五
〇
一
人
に
上
り
、
」

二
五
一
人
の
う
ち
の
四
〇
・
○
パ
ー
セ
ン

ト
に
相
当
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
四
つ
の
社
会
階
層
と
前
述
の
職
業
グ
ル
ー
プ
と
の
関
運
を
見
る

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
と
職
業
グ
ル
ー
プ
と
の
特
徴
的
な
係
わ
り
が
明
ら
か

に
な
る
（
表
2
参
照
）
。
上
層
の
所
帯
主
の
場
合
、
職
業
的
に
は
公
務
・
自

由
業
に
携
わ
る
者
が
多
く
、
こ
の
階
層
の
所
帯
主
の
三
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

に
当
た
る
三
五
人
が
こ
の
公
務
・
自
由
業
と
い
う
職
業
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て

い
た
。
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
商
業
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
で
、
従
事
老
は
二
八
人
を

数
え
る
。
こ
れ
は
上
層
の
所
帯
主
の
二
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
。

さ
ら
に
手
工
業
者
も
ビ
ー
ル
醸
造
権
保
有
者
な
ど
と
し
て
追
加
課
税
さ
れ
て

」
九
人
（
一
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
こ
の
階
層
に
含
ま
れ
て
い
た
。
「
中
の

上
層
」
の
場
合
に
は
、
職
業
的
に
は
手
工
業
者
が
多
く
、
こ
の
階
層
に
属
す

る
所
帯
主
の
三
〇
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
七
九
人
が
手
工
業
を
営
ん

で
い
た
。
こ
れ
に
続
く
の
が
公
務
・
自
由
業
の
四
六
人
（
一
七
・
五
パ
ー
セ

ン
ト
）
で
あ
る
。
総
勢
一
六
〇
人
の
公
務
・
自
由
業
グ
ル
ー
プ
の
中
で
は
、

こ
の
「
中
の
上
層
」
に
位
置
し
て
い
る
四
六
人
が
最
も
大
き
な
ま
と
ま
り
を

作
っ
て
い
た
。
次
の
「
中
の
下
層
」
は
ほ
と
ん
ど
手
工
業
者
の
社
会
階
層
と

言
っ
て
よ
い
。
こ
の
階
層
の
手
工
業
者
は
二
五
八
人
に
上
り
、
こ
の
階
層
に

属
す
る
所
帯
主
の
六
九
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
。
一
方
、
総
数
四

七
五
人
の
手
工
業
者
グ
ル
ー
プ
の
側
か
ら
見
る
と
、
手
工
業
者
の
半
数
以
上

が
こ
の
「
中
の
下
層
」
に
所
属
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

「
中
の
下
層
」
も
手
工
業
者
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
他
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に
商
業
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
の
四
五
人
（
一
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
公
務
・

自
由
業
の
二
七
入
（
七
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
）
な
ど
が
こ
の
階
層
に
含
ま
れ
て

い
た
。
職
業
グ
ル
ー
プ
の
側
か
ら
見
る
と
、
実
は
商
業
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
の

所
帯
主
も
半
数
近
く
が
こ
の
階
層
に
属
し
て
い
た
。
最
後
の
下
層
の
場
合
に

も
、
最
も
多
い
の
は
手
工
業
者
で
、
そ
の
数
は
一
〇
八
人
に
上
る
（
一
二
・

六
パ
ー
セ
ン
ト
）
。
こ
れ
に
続
く
の
が
日
雇
い
労
働
者
や
そ
れ
に
類
す
る
職

業
の
所
帯
主
で
、
七
二
人
（
一
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
数
え
る
。
旦
雇
い

蛍
働
や
そ
れ
に
類
す
る
職
業
に
従
事
す
る
者
の
大
半
と
す
べ
て
の
物
乞
い
・

貧
困
者
（
三
二
人
）
は
こ
の
階
層
に
属
し
て
い
た
。

　
四
つ
の
社
会
階
層
は
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
に
属
す
る
所
帯
の
規
模
と
い
う
点

で
も
特
徴
的
な
違
い
を
示
す
。
上
層
に
属
す
る
所
帯
の
平
均
的
な
構
成
員
の

数
は
七
・
七
人
で
、
先
に
述
べ
た
住
民
全
体
に
つ
い
て
見
た
場
合
の
所
帯
の

平
均
的
な
構
成
員
の
数
（
四
・
三
人
）
よ
り
も
か
な
り
多
い
。
所
帯
の
平
均

的
な
構
成
員
の
数
は
階
層
が
下
が
る
に
つ
れ
て
次
第
に
小
さ
く
な
る
。
「
中

の
上
層
」
の
平
均
的
な
所
帯
の
規
模
は
六
・
○
人
、
「
中
の
下
層
」
の
所
帯
の

規
模
は
四
・
九
人
で
あ
る
。
下
層
に
な
る
と
所
帯
の
構
成
員
は
格
段
に
少
な

く
な
り
、
二
・
六
人
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
一
方
、
家
族
（
す
な
わ
ち
所
帯
の

中
か
ら
住
み
込
み
の
使
用
人
、
親
類
、
血
縁
関
係
の
な
い
同
居
人
を
除
い
た

部
分
）
の
平
均
的
な
員
数
を
見
る
と
、
上
層
が
三
．
九
人
、
「
中
の
上
層
」

が
三
・
六
人
、
「
申
の
下
層
」
が
三
・
七
人
と
な
っ
て
お
り
、
上
位
の
三
つ

の
階
層
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
上
位
の
三
つ

の
階
層
で
は
家
族
の
規
模
は
ほ
ぼ
同
じ
で
、
住
み
込
み
の
使
用
人
の
部
分
だ

け
が
（
親
類
や
聞
居
人
は
少
数
）
、
階
層
が
上
昇
す
る
に
つ
れ
て
膨
ら
む
と

い
う
形
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
下
層
で
は
家
族
を
構

成
す
る
平
均
的
な
人
数
は
二
・
四
人
で
、
家
族
と
所
帯
が
ほ
ぼ
重
な
り
合
っ

て
い
た
。
別
の
表
現
を
す
れ
ば
、
下
層
で
は
家
族
と
所
帯
の
違
い
を
生
み
出

す
住
み
込
み
の
使
用
人
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、

下
層
に
お
い
て
上
位
の
三
つ
の
階
層
よ
り
家
族
の
規
模
が
小
さ
く
な
っ
て
い

る
の
は
配
偶
者
の
い
な
い
女
性
の
所
帯
主
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
下
層
で
は

配
偶
者
を
欠
く
女
性
掛
帯
主
の
所
帯
は
二
二
六
所
帯
（
下
層
の
所
帯
の
四
五

・
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
上
る
。

　
①
　
近
世
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
拙
著
『
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
　
近
事
都

　
　
市
の
文
化
誌
騙
（
晃
洋
書
房
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
②
近
世
初
頭
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
人
口
に
つ
い
て
諸
家
の
意
見
が
一
致
し
て
い
る

　
　
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
勺
冨
3
㌧
口
巴
ヨ
簿
㌧
＝
角
σ
實
什
鷺
鐸
巳
｝
δ
鼻
。
き
α

　
　
轟
く
p
乙
ω
臥
遷
き
§
§
誉
ミ
§
簿
犠
ミ
冬
画
疇
ミ
額
職
嬬
§
↓
§
8
ミ
題
穴
α
冒
お
ま
㌧

　
　
Q
。
■
b
。
刈
は
一
五
三
〇
年
の
人
口
と
し
て
お
よ
そ
七
五
〇
〇
人
と
い
う
数
字
を
挙
げ

　
　
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
よ
り
妥
当
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
竃
9
ロ
角
ω
σ
費
α
Q
”

　
　
国
き
ω
”
覇
喰
む
暮
ミ
冴
－
ミ
ミ
の
。
無
ミ
山
雲
ミ
“
ミ
恥
需
ミ
碁
、
ミ
ミ
§
ミ
恥
さ
ミ
砺
ミ
ミ
。
・

　
　
慧
↓
§
ミ
ミ
賢
き
0
9
梓
ぎ
α
q
勇
武
り
①
ρ
ω
・
誤
　
の
五
〇
〇
〇
人
余
り
と
い
う
数

　
　
値
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
竃
巳
冨
さ
ω
器
σ
q
｛
鼠
①
舟
⇔
δ
切
費
σ
q
臼
。
。
3
象
㌧

　
　
一
貸
丙
冨
蕊
鼠
ぞ
ロ
集
量
鳥
≦
㊤
一
②
o
ヨ
貧
幻
．
丙
α
ぼ
ぴ
。
旦
呂
嵩
σ
q
◆
“
9
魯
ミ
噺
ミ
鴨

　
　
鉱
ミ
的
ミ
ミ
冬
§
さ
竃
き
切
9
一
b
国
P
昌
コ
O
く
興
一
㊤
㊤
卜
。
、
0
噂
．
“
Q
。
も
こ
の
数
値
を
挙
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近世都市における所帯（谷口）

　
げ
て
い
る
。

③
鵠
碧
讐
ヨ
⑦
器
さ
O
鷲
7
鵠
窪
ω
闘
乱
。
閃
五
三
①
冒
。
。
島
島
㌧
貯
”
淡
鼠
唱
ω
言
貯
器
犀

　
ロ
＆
≦
舘
島
。
ヨ
程
即
菊
α
訂
σ
①
一
灘
㌧
鵠
話
α
q
．
”
9
8
ミ
ら
ミ
恥
蹴
ミ
恥
欝
ミ
§
や
§
8
§

　
し
6
ρ
ど
崔
嘗
コ
。
＜
窪
δ
り
ρ
Q
Q
’
一
㊤
一
に
お
い
て
は
人
口
は
お
よ
そ
七
五
〇
〇
人

　
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
お
よ
そ
七
〇
〇
〇
人
と
言
う
に
と
ど
め
て
お

　
き
た
い
。
諸
家
の
挙
げ
る
数
値
の
幅
に
つ
い
て
は
国
σ
o
昌
α
p
㌧
ω
』
α
8
》
昌
ヨ
．
0
竃

　
を
見
よ
。

④
o
り
貯
民
け
ヨ
雪
P
｝
o
ρ
。
窯
β
切
①
㊤
同
σ
も
b
鳶
さ
誉
馬
田
ミ
富
吻
さ
憧
ミ
昏
§
碇
§
唖

　
き
婿
無
§
ミ
§
ミ
G
ミ
偽
9
鱒
縦
貫
6
q
ミ
富
無
§
ミ
ミ
O
這
富
忌
鵡
§
建
§
ミ
恥
め
㌧
8
⑦
鵠

　
b
。
b
国
窪
ぎ
く
雪
一
〇
自
の
記
載
を
基
に
集
計
し
た
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、

　
一
六
八
九
年
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
関
す
る
数
値
は
同
書
の
記
載
を
基
に
筆
者
が
集

　
上
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑤
　
一
六
八
九
年
の
課
税
簿
は
住
民
を
家
屋
単
位
で
記
載
す
る
方
法
を
取
っ
て
お
り
、

　
同
一
家
屋
内
の
所
帯
の
区
分
に
は
一
部
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、

　
こ
こ
で
同
一
の
所
帯
と
し
て
数
え
た
も
の
の
一
部
が
実
際
に
は
複
数
の
所
帯
に
分

　
か
れ
て
い
た
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
言
畏
㊦
誘
び
震
σ
Q
》
P
P
O
曾
、
ω
。

　
曾
が
カ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
新
市
街
も
含
ん
だ
所
帯
数
と
し
て
二
九
六
七
所
帯
と
い

　
う
数
字
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
所
帯
を
細
分
化
し
過
ぎ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

⑥
　
近
世
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
お
け
る
ビ
ー
ル
醸
造
業
に
つ
い
て
は
局
ρ
審
ρ
寓
①
7

　
旨
p
弓
”
∪
一
〇
踏
塁
8
〈
⑦
房
。
剛
μ
o
し
d
『
窪
曾
σ
q
一
ぼ
⑦
論
旨
ミ
●
卍
巴
冒
円
げ
巷
9
3
一
R

　
導
噛
§
o
竃
誘
偽
雷
O
恥
8
ミ
飾
ミ
魯
N
ミ
曳
き
切
O
■
卜
⊃
G
。
層
一
①
の
P
o
o
「
一
－
誤
を
見
よ
。

⑦
　
し
d
嘆
。
冨
巳
、
護
翼
し
W
。
舘
9
”
b
旨
さ
蓼
§
ミ
富
逡
ミ
鴨
導
憤
ミ
茜
織
ミ
凄
冒
§
㍗

　
ミ
ヨ
ミ
O
ミ
§
富
薦
－
○
窯
馬
悩
轟
§
§
乱
9
さ
§
潮
轟
§
e
§
＆
。
。
O
噛
8
0
牌
ど

　
嶺
㊤
き
。
＜
實
一
二
9
0
っ
●
×
飛
に
転
載
さ
れ
て
い
る
実
施
規
定
に
税
額
が
詳
し
く

　
記
さ
れ
て
い
る
。

正
　
所
帯
の
糠
成
要
素

　
一
六
八
九
年
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
！
社
会
を
形
成
し
て
い
た
一
五
二
三
の
所
帯

を
職
業
グ
ル
ー
プ
や
社
会
階
層
に
よ
っ
て
区
分
す
る
と
前
節
で
見
た
よ
う
に

な
る
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
所
帯
自
体
は
一
体
ど
の
よ
う
な
構
成
要
素

か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
に

し
よ
う
。
所
帯
は
一
般
的
に
言
え
ば
所
帯
主
の
夫
婦
、
両
者
の
子
供
（
再
婚

し
て
い
る
場
合
に
は
継
子
を
含
む
）
、
住
み
込
み
の
使
用
人
か
ら
成
っ
て
お

り
、
時
に
は
、
所
帯
主
の
親
や
親
類
、
血
縁
関
係
の
な
い
同
居
人
が
含
ま
れ

　
　
　
　
　
　
①

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
構
成
要
素
の
う
ち
、
所
帯
の
根
幹
を
な
す
の

は
、
も
ち
ろ
ん
駈
帯
主
の
夫
婦
で
あ
る
。
た
だ
し
、
所
帯
主
の
夫
婦
と
い
う

の
は
多
分
に
理
念
型
的
な
説
明
と
言
う
べ
き
あ
っ
て
、
実
際
に
は
、
前
節
の

最
後
で
触
れ
た
よ
う
に
配
偶
者
の
い
な
い
所
帯
主
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
改
め
て
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
一
五
二
三
所
帯
す
べ
て

に
つ
い
て
所
帯
主
が
夫
婦
か
単
身
か
を
確
認
し
て
み
る
と
、
夫
婦
の
所
帯
は

八
九
六
所
帯
（
五
八
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
留
ま
っ
て
お
り
、
配
偶
者
の
い

な
い
男
性
所
帯
主
の
所
帯
が
二
〇
八
所
帯
（
一
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
配

偶
者
の
い
な
い
女
性
所
帯
主
の
寓
意
が
四
一
〇
所
帯
（
二
六
・
九
パ
ー
セ
ン

ト
）
見
ら
れ
た
。
男
女
を
合
わ
せ
る
と
、
配
偶
者
の
い
な
い
所
帯
主
の
所
帯

は
六
一
入
所
帯
（
四
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
上
る
（
残
り
九
所
帯
は
所
帯
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表3　夫婦の年齢分布

妻夫

13人

82

117

127

63

120

55

89

36

35

　3

　7

　　1

1
　
　
2

　　0人

10

63

121

92

121

95

88

57

56

17

20

【
0
　
　
6
　
　
0

15歳～20歳未満

20歳～25歳未満

25歳～30歳未満

30歳～35歳未満

35歳～40歳未満

40歳～45歳未満

45歳～50歳未満

50歳～55歳未満

55歳～60歳未満

60歳～65歳未満

65歳～70歳未満

70歳～75歳未満

75歳～80歳未満

8G歳～85歳未満

85歳～90歳未満

主
不
在
）
。
こ
の
よ
う
に
配
偶
者
の
欠
如
し
て
い
る
所
帯
主
は
決
し
て
無
視

で
き
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
先
ず
は
夫
婦
の
在
り
方
に
目
を

向
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
一
六
八
九
年
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
は
九
〇
〇
組
の
夫
婦
が
住
ん
で
い
た
が
、

上
記
の
よ
う
に
そ
の
う
ち
の
八
九
六
組
が
所
帯
主
と
し
て
独
立
し
た
所
帯
を

営
ん
で
い
た
。
九
〇
〇
組
の
夫
婦
の
う
ち
七
五
一
組
（
八
三
・
四
パ
ー
セ
ン

ト
）
に
つ
い
て
は
央
婦
双
方
の
年
齢
が
判
明
す
る
。
こ
れ
ら
七
五
一
組
の
夫

婦
の
年
齢
分
布
を
見
る
と
（
表
3
参
照
）
、
夫
の
場
合
に
は
、
二
〇
歳
以
上

二
五
歳
未
満
が
一
〇
人
、
二
五
歳
以
上
三
〇
歳
未
満
が
六
三
人
、
三
〇
歳
以

上
三
五
歳
未
満
が
＝
一
一
人
、
三
五
歳
以
上
四
〇
歳
未
満
が
九
二
人
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
三
〇
古
代
に
入
っ
て
結
婚
す
る
男
性
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
　
一
方
、
妻
の
年
齢
分
布
は
、
　
一
五
歳
以
上
二
〇
歳
未
満
が
＝
二
人
、

二
〇
歳
以
上
二
五
歳
未
満
が
八
二
人
、
二
五
歳
以
上
三
〇
歳
未
満
が
一
一
七

人
、
三
〇
歳
以
上
三
五
歳
来
満
が
一
二
七
人
、
三
五
歳
以
上
四
〇
歳
未
満
が

六
三
人
と
な
っ
て
い
て
、
女
性
で
は
二
〇
三
代
に
入
る
と
次
第
に
既
婚
者
が

増
加
し
て
い
る
。
夫
と
妻
の
年
齢
差
は
こ
の
よ
う
な
既
婚
者
の
多
く
な
る
年

齢
層
か
ら
予
想
さ
れ
る
よ
り
も
も
っ
と
多
様
で
あ
る
。
央
が
妻
よ
り
も
二
〇

歳
以
上
年
上
の
央
婦
は
六
四
組
を
数
え
る
（
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
。
ち
な

み
に
、
最
も
大
き
い
年
齢
の
差
は
五
一
歳
で
あ
る
。
年
齢
差
が
二
〇
歳
未
満

㎜
○
歳
以
上
の
夫
婦
は
一
七
六
組
見
ら
れ
る
（
二
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
。

年
齢
差
が
一
〇
歳
未
満
五
歳
以
上
の
誓
言
は
一
五
八
組
（
二
一
・
○
パ
1
セ

ン
ト
）
、
年
齢
差
が
五
歳
未
満
○
歳
以
上
の
夫
婦
は
一
九
四
組
（
二
五
・
八

パ
ー
セ
ン
ト
）
に
留
ま
っ
て
い
る
。
残
り
は
妻
の
年
齢
が
央
の
年
齢
よ
り
高

い
夫
婦
で
、
そ
の
数
は
一
五
九
組
（
二
一
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
上
る
。
納

税
額
の
わ
か
る
所
帯
主
の
夫
婦
に
つ
い
て
、
年
齢
差
と
社
会
階
層
の
関
係
を

見
る
と
、
年
齢
差
が
五
歳
未
満
○
歳
以
上
の
夫
婦
と
妻
が
年
上
の
夫
婦
の
場

合
に
は
上
層
と
「
申
の
上
層
」
に
属
す
る
夫
婦
が
そ
れ
ぞ
れ
二
六
・
」
パ
1

セ
ン
ト
と
二
五
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
年
齢
差
が
二
〇

歳
以
上
の
夫
婦
の
場
合
に
は
四
五
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
年
齢
差
が
二
〇
歳
未

満
」
○
歳
以
上
の
央
婦
の
場
合
に
は
四
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
央
婦
が
上
層

と
「
中
の
上
層
」
に
属
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
年
齢
差
の
大
き
い
夫
婦

の
場
合
に
は
上
位
の
社
会
階
層
に
属
し
て
い
る
も
の
が
相
対
的
に
多
か
っ
た
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と
雷
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
断
片
的
に
九
五
組
の
夫
婦
が
再

婚
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
う
ち
三
六
組
（
三
七
・
九
パ
ー
セ

ン
ト
）
は
妻
が
年
上
の
夫
婦
な
の
で
、
こ
の
種
の
夫
婦
に
は
再
婚
が
比
較
的

多
か
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
続
い
て
、
配
偶
者
の
い
な
い
所
帯
主
を
見
て
み
よ
う
。
配
偶
者
の
い
な
い

男
性
所
帯
主
（
二
〇
八
人
）
に
つ
い
て
は
一
三
三
人
（
六
三
・
九
パ
ー
セ
ン

ト
）
の
年
齢
が
、
配
偶
者
の
い
な
い
女
性
所
帯
主
（
四
一
〇
人
）
に
つ
い
て

は
三
三
六
人
（
八
二
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
年
齢
が
判
明
す
る
。
配
偶
者
の

い
な
い
男
性
所
帯
主
の
年
齢
分
布
を
見
る
と
（
蓑
4
参
照
）
、
　
一
〇
二
代
五

人
目
二
〇
歳
代
二
四
人
、
三
〇
歳
代
二
二
人
、
四
〇
歳
霜
二
〇
人
、
五
〇
歳

計
二
八
人
、
六
〇
歳
代
一
五
人
、
七
〇
歳
代
＝
二
人
と
な
っ
て
い
て
、
二
〇

歳
代
か
ら
五
〇
歳
代
に
至
る
ま
で
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
人
数
の
変
化
の
な
い
こ

表4　配偶者のいない所帯主の
　　　年齢分布

男性1女｛生

鉄
溺
拳
舞

戸
0
　
　
9
臼

臥
髪
2
・
％
捻
4
2

10歳～20歳未満

20歳～30歳未満

30歳～40歳未満

46歳～50歳未満

50歳～60歳未満

60歳～70歳未満

7G歳～80歳未満

80歳～90歳未諸勢

90歳以上

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
配
偶
者
の
い
な
い
女
性

所
帯
主
の
年
齢
分
布
（
同
じ

く
表
4
参
照
）
は
、
一
〇
町

代
六
人
、
二
〇
歳
代
三
二
人
、

三
〇
歳
代
六
一
人
、
四
〇
聖

代
七
一
人
、
五
〇
歳
代
八
七

人
、
六
〇
塾
代
四
八
人
、
七

○
警
世
二
四
人
と
な
っ
て
い
て
、
五
〇
歳
代
ま
で
は
配
偶
者
の
い
な
い
所
帯

主
の
数
が
次
第
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
瀧
偶
者
の
い
な
い
男
性
灰

帯
主
と
配
偶
者
の
い
な
い
女
性
所
帯
主
で
は
年
齢
分
布
に
違
い
が
あ
り
、
ま

た
そ
も
そ
も
両
者
の
間
に
は
人
数
の
大
き
な
開
き
が
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、

配
偶
者
の
い
な
い
男
性
所
帯
主
の
所
帯
と
配
偶
者
の
い
な
い
女
性
駈
帯
主
の

研
帯
で
は
そ
の
内
実
が
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
配
偶
者
の
い
な

い
男
性
所
帯
主
の
所
帯
の
場
合
、
子
供
の
い
な
い
所
帯
が
一
六
一
所
帯
（
七

七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
圧
倒
的
に
多
く
、
子
供
の
い
る
所
帯
は
四
七
駈
帯

（
二
二
・
六
パ
レ
セ
ン
ト
）
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
配
偶
者

の
い
な
い
女
性
所
帯
主
の
所
帯
で
は
、
子
供
の
い
な
い
所
帯
が
一
八
五
所
帯

（
四
五
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
子
供
の
い
る
所
帯
が
二
二
五
所
帯
（
五
四
・
九

パ
ー
セ
ン
ト
）
と
、
子
供
の
含
ま
れ
る
所
帯
が
多
数
を
占
め
る
。
ま
た
配
偶

の
い
な
い
所
帯
主
の
中
で
三
〇
歳
以
上
六
〇
歳
未
満
の
壮
年
層
が
占
め
る
割

合
を
見
る
と
、
男
性
の
場
合
に
は
五
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
（
七
〇
人
）
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
女
性
の
場
合
に
は
六
五
・
ニ
パ
…
セ
ン
ト
（
二
｝
九
人
）

と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
男
性
の
場
合
に
は
、
配
偶
者
の
い
な
い
所
帯
主

の
中
で
青
年
層
と
老
年
層
が
占
め
る
割
合
が
相
対
的
に
高
く
、
子
供
を
抱
え

た
壮
年
の
再
婚
待
ち
の
部
分
が
相
対
的
に
少
な
い
の
に
対
し
て
、
女
性
の
場

合
に
は
、
子
供
が
独
立
す
る
以
前
に
夫
を
失
っ
て
、
再
婚
の
機
会
を
得
ら
れ

な
い
壮
年
層
が
配
偶
者
の
い
な
い
所
帯
主
の
中
に
比
較
的
数
多
く
含
ま
れ
て

105　（437）



表5　所帯の申の子供の年齢分布

男性1女性

え
る
。
こ
の
人
数
は
人
口
の
三
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
。

一
所
帯
当
た
り
に
換
算
す
る
と
、

こ
れ
ら
の
子
供
の
う
ち
一
八
七
四
人
（
八
五
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
）

は
課
税
簿
に
性
別
と
年
齢
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

年
齢
分
布
を
見
る
と
（
表
5
参
照
）
、

未
満
二
六
一
人
、
五
歳
以
上
一
〇
歳
未
満
二
六
二
人
、

未
満
一
八
六
人
、
一
五
歳
以
上
二
〇
歳
未
満
八
一
人
、

未
満
五
五
人
、
二
五
歳
以
上
三
〇
歳
未
満
一
七
人
、

っ
て
お
り
、
女
性
の
場
合
に
は
、

上
一
〇
歳
未
満
二
五
九
人
、
一
〇
歳
以
上
一
五
歳
未
満
二
〇
七
人
、

以
上
ご
○
歳
未
満
一
五
〇
人
、
二
〇
歳
以
上
二
五
歳
乗
満
九
三
人
、

以
上
三
〇
歳
未
満
二
〇
人
、
三
〇
歳
以
上
一
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。

鐙
早
島
－
…
欝
熊
襲
轄
霧
岡

響
黒
η
9
漏
霧
馨
劉
れ
て
い

満
満
満
満
満
満
　
　
　
る
子
供
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に

来
未
未
来
未
未

歳
歳
歳
歳
歳
歳
　
　
　
し
よ
う
。
結
婚
せ
ず
に
親
と
同
一
の

5
1
0
1
5
2
0
2
5
3
0
上

二
黒
欝
掛
翻
幕
に
所
属
し
て
い
る
子
供
（
年
齢

　
　
む
　
　
　
り
　
む
　
　
ら
　
　
む

0
　
　
5

　
　
1
1
2
2
3
　
　
を
問
わ
な
い
）
は
二
二
〇
〇
人
を
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
子
供
の
数
は
一
・
五
人
に
過
ぎ
な
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
に
基
づ
い
て
子
供
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
性
の
場
合
に
は
、
○
歳
以
上
五
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
歳
以
上
　
五
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
歳
以
上
二
五
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
歳
以
上
九
人
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
○
歳
以
上
五
歳
未
満
二
六
四
人
、
五
歳
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
五
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
歳

未
満
の
年
齢
層
で
は
男
女
は
ほ
ぼ
同
数
で
、
年
齢
層
に
よ
る
変
化
も
大
き
く

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
、
年
齢
層
が
上
が
る
に
つ
れ
て
親
と
同
一
の
所

帯
に
含
ま
れ
る
男
の
子
の
数
は
急
速
に
少
な
く
な
る
。
と
り
わ
け
、
一
〇
歳

代
前
半
と
一
〇
歳
出
後
半
の
間
の
落
ち
込
み
が
激
し
い
。
こ
れ
は
、
男
の
子

の
場
合
、
一
〇
歳
代
の
半
ば
か
ら
徒
弟
な
ど
と
し
て
親
の
許
を
離
れ
て
、
他

の
所
帯
に
住
み
込
ん
だ
り
、
時
に
は
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
市
そ
の
も
の
を
離
れ
た

り
す
る
者
が
多
く
な
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
親
と
同
一
の
所
帯

の
中
で
暮
ら
し
て
い
る
女
の
子
の
減
少
は
、
二
五
歳
を
越
え
る
ま
で
は
男
の

子
の
場
合
ほ
ど
急
激
で
は
な
い
。
女
の
子
の
申
に
も
家
事
奉
公
人
な
ど
と
な

っ
て
親
の
所
帯
を
出
る
者
が
あ
っ
た
が
、
結
婚
ま
で
家
に
留
ま
る
者
も
比
較

的
多
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
男
の
子
を
中
心
に
、
多
く
の
子
供
が
結
婚
以
前
の
比
較
的

早
い
段
階
で
親
の
所
帯
か
ら
離
脱
し
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
自
ら
所
帯
を
形

成
し
た
子
供
が
老
齢
の
親
と
暮
ら
す
事
例
は
少
な
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
実
際
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
お
い
て
所
帯
主
と
な
っ
た
子
供
の
所
帯
の
中

に
含
ま
れ
る
親
は
四
五
人
に
留
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
内
訳
を
見
る
と
、
父
親

は
数
が
少
な
く
て
四
人
制
母
親
は
四
一
人
で
あ
っ
た
。
父
親
の
中
に
は
、
夫

の
父
親
が
三
人
、
妻
の
父
親
が
一
人
見
ら
れ
た
。
一
方
、
母
親
の
中
に
は
、

夫
あ
る
い
は
配
偶
者
の
い
な
い
男
性
所
帯
主
の
母
親
が
一
一
人
、
妻
あ
る
い

は
配
偶
者
の
い
な
い
女
性
所
帯
主
の
母
親
が
＝
二
人
置
ど
ち
ら
の
母
親
か
明
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瞭
で
な
い
者
が
一
七
人
含
ま
れ
て
い
た
。
足
癖
主
相
互
の
親
子
関
係
は
断
片

的
に
し
か
確
認
で
き
な
い
の
で
、
子
供
の
所
帯
主
と
同
居
し
て
い
る
親
の
数

を
拍
握
し
て
も
、
ど
の
程
度
の
割
合
で
親
の
世
代
が
所
帯
を
持
っ
た
子
供
の

世
代
と
同
居
し
て
い
た
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、

こ
こ
で
は
六
〇
歳
以
上
の
老
人
で
、
独
立
の
所
帯
を
営
ん
で
い
る
者
と
、
結

婚
し
た
子
供
の
所
帯
に
属
し
て
い
る
者
の
割
合
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
た

だ
し
、
こ
こ
で
は
、
結
婚
し
た
子
供
を
同
じ
所
帯
の
中
に
含
ん
で
い
る
所
帯

主
も
子
供
の
所
帯
に
属
し
て
い
る
者
と
見
な
す
こ
と
に
し
た
。
配
偶
者
の
い

な
い
男
性
所
帯
主
で
六
〇
歳
以
上
の
者
は
三
四
人
、
妻
帯
者
で
六
〇
歳
以
上

の
者
は
一
〇
四
人
を
数
え
る
。
こ
れ
に
上
記
の
子
供
の
所
欝
の
中
に
含
ま
れ

る
父
親
の
う
ち
の
六
〇
歳
以
上
の
者
三
人
を
加
え
る
と
、
六
〇
歳
以
上
の
男

性
は
一
四
一
人
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
子
供
の
所
帯
に
属
し
て
い
る
の
は
、

最
後
に
述
べ
た
三
人
と
、
結
婚
し
た
子
供
を
抱
え
込
ん
で
い
る
配
偶
者
の
い

な
い
男
性
所
帯
主
二
人
で
あ
る
。
両
者
を
合
わ
せ
て
も
、
穴
○
歳
以
上
の
男

性
で
子
供
の
所
帯
と
同
居
し
て
い
る
の
は
わ
ず
か
五
人
（
三
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
）
に
過
ぎ
な
い
。
｝
方
、
女
性
の
場
合
に
は
、
配
偶
者
の
い
な
い
女
性
所

帯
主
で
六
〇
歳
以
上
の
者
は
七
九
人
、
妻
で
六
〇
歳
以
上
の
者
は
四
九
人
、

子
供
の
所
帯
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
女
性
で
六
〇
歳
以
上
の
者
は
三
〇
人
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
合
計
す
る
と
六
〇
歳
以
上
の
女
性
は
一
五
八
人
と
な
る
。

こ
の
う
ち
、
最
後
の
三
〇
人
と
、
結
婚
し
た
子
供
を
抱
え
る
配
偶
者
の
い
な

い
女
性
所
帯
主
三
人
、
合
わ
せ
て
三
三
人
（
二
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
子

供
の
所
帯
と
共
に
暮
ら
し
て
い
た
。
男
女
い
ず
れ
に
し
て
も
、
老
齢
の
親
が

所
帯
を
持
っ
た
子
供
と
同
じ
所
帯
の
中
で
暮
ら
す
の
が
常
態
で
あ
っ
た
と
は

言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
所
帯
の
残
さ
れ
た
重
要
な
二
成
要
素
で
あ
る
住
み
込
み
の
使
用

人
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
住
み
込
み
の
使
用
人
を
含
む
所
帯
は
意

外
に
多
く
、
特
に
裕
福
な
階
層
の
み
が
住
み
込
み
の
使
用
人
を
雇
っ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
一
五
二
三
所
帯
の
う
ち
、
住
み
込
み
の

使
用
人
を
含
む
所
帯
は
七
三
八
所
帯
（
四
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
上
る
。

し
か
し
、
一
方
で
は
、
前
節
の
最
後
で
見
た
よ
う
に
使
用
人
の
有
無
が
社
会

階
層
の
違
い
と
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
明
か
で
あ
る
。
使
用
人

を
雇
っ
て
い
た
上
記
の
七
三
八
所
帯
の
階
層
区
分
を
行
っ
て
み
る
と
、
所
帯

主
が
六
タ
ー
ラ
ー
を
越
え
る
人
頭
税
を
納
め
て
い
た
上
層
が
一
一
〇
所
帯
、

六
タ
ー
ラ
ー
以
下
四
タ
ー
ラ
ー
以
上
の
人
頭
税
を
支
払
っ
て
い
た
「
中
の
上

層
」
が
二
四
三
所
帯
、
四
タ
ー
ラ
ー
未
満
で
一
当
…
ラ
ー
を
越
え
る
人
頭
税

を
払
っ
て
い
た
「
申
の
下
層
」
が
一
一
三
五
所
帯
、
一
間
…
ラ
1
以
下
の
人
頭

税
を
納
め
て
い
た
下
層
が
四
八
所
帯
と
な
り
、
下
層
で
は
住
み
込
み
の
使
用

人
を
含
む
所
帯
の
数
は
極
端
に
少
な
く
な
る
。
上
層
と
「
中
の
上
層
」
で
は

使
用
人
の
い
る
所
帯
は
同
じ
階
層
に
所
属
す
る
所
帯
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を

越
え
、
「
中
の
下
層
」
で
も
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
え
て
い
る
の
に
、
下
層
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で
使
用
人
の
い
る
再
転
は
下
層
に
属
す
る
五
〇
一
所
帯
の
わ
ず
か
九
・
六
パ

ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。

　
一
方
、
こ
れ
ら
の
所
帯
に
住
み
込
ん
で
い
た
使
用
人
の
総
数
は
一
六
七
五

人
に
上
る
。
彼
ら
住
み
込
み
の
使
用
入
は
所
帯
主
（
」
五
｝
四
人
）
よ
り
も

数
が
多
く
、
住
民
の
二
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
お
よ
そ
四
分
の
一
を
占
め
て

い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
住
み
込
み
使
用
人
の
数
は
領
邦
政
府
な
ど
の
下
級
の
使

用
人
、
旦
雇
い
労
働
者
や
そ
れ
に
類
す
る
職
業
の
従
事
者
、
さ
ら
に
は
建
築

業
の
職
人
な
ど
独
自
に
所
帯
を
営
ん
で
は
い
る
が
他
人
に
雇
わ
れ
て
働
い
て

い
る
所
帯
主
の
数
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期

に
は
、
住
み
込
み
の
使
用
人
と
し
て
働
く
こ
と
が
他
人
に
雇
わ
れ
て
働
く
揚

合
の
主
要
な
形
態
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
平
均
す
る
と
、
住

み
込
み
の
使
用
人
を
雇
っ
て
い
た
所
帯
｝
所
帯
に
つ
き
二
・
三
人
の
使
用
人

が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
に
は
、
使
玄
人
二
人
を
含
む
所
帯

が
多
数
を
占
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
女
性
の
使
用
人
」
人
だ
け
を
雇
用

し
て
い
る
所
帯
が
二
八
七
所
帯
と
最
も
多
か
っ
た
。
こ
の
数
は
住
み
込
み
使

用
人
を
雇
っ
て
い
た
所
帯
の
三
八
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
。
住
み
込

み
使
用
人
の
内
訳
を
見
る
と
、
男
性
の
場
合
は
、
職
人
一
九
八
人
、
徒
弟
」

四
七
人
、
そ
の
他
の
男
性
使
用
人
三
七
六
人
と
な
っ
て
お
り
、
職
人
、
徒
弟

と
い
う
手
工
業
者
養
成
過
程
に
組
み
込
ま
れ
た
使
用
人
が
半
数
近
く
に
達
し

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
女
性
は
侍
女
や
乳
母
が
何
人
か
見
ら
れ
る
も
の

表6　住み込み使周人の年齢分布

男性｝女性

　3人

44

226

299

57

34

　5

　　0人

37

188

185

58

17

O
4

5歳～10歳来満

10歳～15歳未満

15歳～20歳未満

20歳～25歳崇満

25歳～30歳未満

30歳～35歳未満

35歳～40歳未満

40歳以上

　
こ
の
よ
う
に
住
み
込
み
の
使
用
人
は
極
め
て
人
数
の
多
い
、

が
優
勢
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
が
、

り
が
見
ら
れ
た
。
男
性
の
住
み
込
み
使
用
人
の
場
合
に
は
六
七
・
八
パ
ー
セ

ン
ト
に
当
た
る
四
八
九
人
、
女
性
の
住
み
込
み
使
用
人
の
場
合
に
は
七
一
・

七
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
六
八
四
人
に
つ
い
て
年
齢
が
判
明
す
る
。
そ
れ
に

基
づ
い
て
年
齢
分
布
を
見
て
み
よ
う
（
表
6
参
照
）
。
男
性
の
住
み
込
み
使

用
人
で
は
、
一
五
歳
未
満
三
七
人
、
一
五
歳
以
上
二
〇
歳
未
満
一
八
八
人
、

二
〇
歳
以
上
二
五
歳
未
満
一
八
五
人
、
二
五
歳
以
上
三
〇
歳
未
満
五
八
人
、

三
〇
歳
以
上
三
五
歳
未
満
一
七
人
、
四
〇
歳
以
上
四
人
と
な
っ
て
い
て
、
一

〇
歳
代
後
半
（
三
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
二
〇
鷹
番
前
半
（
三
七
・
八
パ

ー
セ
ン
ト
）
へ
の
人
数
の
集
中
が
明
か
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
女
性
の
住
み

込
み
使
用
人
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
女
性
の
住
み
込
み
使
用
人
は
、
一
五
歳

　
　
　
の
大
半
が
家
事
奉
公
人
で
あ
っ
た
。

16　
　
男
性
の
使
用
人
は
合
計
す
る
と
七

　
　
　
一
二
人
と
な
り
、
女
性
の
使
用
人

　
　
　
は
合
計
九
五
四
人
で
あ
っ
た
。
し

　
　
た
が
っ
て
、
女
性
の
住
み
込
み
使

　
　
用
人
が
全
体
の
五
七
・
○
パ
ー
セ

　
　
　
ン
ト
を
占
め
、
数
の
上
で
優
位
に

　
　
立
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
も
女
性

実
は
年
齢
的
に
も
非
常
に
大
き
な
片
寄
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近世都市における所帯（谷口）

未
満
四
七
人
、
一
五
歳
以
上
二
〇
歳
未
満
二
二
六
人
、
二
〇
歳
以
上
二
五
歳

未
満
二
九
九
人
、
二
五
歳
以
上
三
〇
歳
未
満
五
七
人
、
三
〇
歳
以
上
三
五
歳

未
満
三
四
人
、
三
五
歳
以
上
四
〇
歳
未
満
五
人
、
四
〇
歳
以
上
一
六
人
と
い

う
年
齢
分
布
を
示
し
、
や
は
り
一
〇
歳
代
の
後
半
（
三
三
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
）
、

と
二
〇
五
代
の
前
半
（
四
三
・
七
パ
…
セ
ン
ト
）
に
年
齢
が
片
寄
っ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
、
男
女
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
、
住
み
込
み
使
用
人
と
し
て
の
奉

公
が
親
の
家
か
ら
離
脱
し
て
自
ら
の
所
帯
を
持
つ
ま
で
の
青
年
時
代
の
過
渡

的
な
仕
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
男
女
の
住
み
込
み
使
用
人
が
集
中
し
て
い
る
一
〇
喰
代
後
半
と

二
〇
歳
代
前
半
の
人
数
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
男

性
使
用
人
は
一
〇
容
気
後
半
に
は
一
八
八
入
、
二
〇
二
代
前
半
に
は
一
八
五

人
、
女
性
の
使
用
人
は
一
〇
歳
代
後
半
に
は
二
二
六
人
、
二
〇
歳
代
前
半
に

は
二
九
九
人
と
い
う
数
を
示
す
。
一
方
、
先
に
記
し
た
親
の
所
帯
に
含
ま
れ

る
子
供
の
年
齢
分
布
に
よ
れ
ば
、
男
の
子
は
五
歳
未
満
の
年
齢
層
で
二
六
一

人
、
五
歳
以
上
一
〇
歳
未
満
で
二
六
二
人
と
い
う
人
数
に
な
っ
て
お
り
、
女

の
子
の
場
合
に
は
五
歳
未
満
の
年
齢
層
で
二
六
四
人
、
五
歳
以
上
一
〇
歳
未

満
で
二
五
九
人
で
あ
っ
た
。
年
代
に
よ
っ
て
幾
分
増
減
は
あ
る
が
、
こ
の
時

期
に
は
男
女
と
も
五
年
間
に
お
よ
そ
二
六
〇
人
の
子
供
が
生
ま
れ
育
っ
て
い

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
男
性
の
場
合
、
住
み
込
み
使
用
人
が
最
も
多

く
な
る
一
五
歳
以
上
二
〇
歳
未
満
の
年
齢
層
で
、
親
の
所
帯
内
に
留
ま
っ
て

い
る
者
（
八
一
人
）
、
す
で
に
単
独
で
所
帯
主
に
な
っ
て
い
る
者
（
四
人
遅
、

住
み
込
み
の
使
用
人
と
し
て
働
い
て
い
る
者
（
｝
八
八
人
）
を
合
計
す
る
と

二
七
三
人
に
な
る
が
（
こ
の
年
齢
層
で
は
結
婚
し
て
い
る
者
は
い
な
い
）
、

死
亡
や
市
外
へ
の
流
出
を
考
え
れ
ば
、
市
内
で
生
ま
れ
育
つ
上
記
の
お
よ
そ

二
六
〇
人
の
子
供
だ
け
で
こ
の
人
数
を
生
み
出
す
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

女
性
の
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
計
算
を
す
る
ま
で
も
な
く
、
上
記
の
お
よ

そ
二
六
〇
人
の
子
供
の
み
で
は
二
〇
歳
代
前
半
に
現
れ
る
三
〇
〇
人
近
く
の

住
み
込
み
使
用
人
を
確
保
で
き
な
い
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
男
女
と
も
住
み
込
み
使
用
人
の
申
に
は
外
部
か
ら
住
み
込
み
使
用
人
と

し
て
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
市
内
に
流
入
し
て
来
た
者
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、
住
み
込
み
の
使
用
人
と
し
て
市
内
に
流
入
し

た
男
女
が
す
べ
て
市
内
に
定
着
し
得
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
明
か
で
あ
る
。

三
〇
歳
以
上
三
五
歳
肥
満
の
年
齢
層
で
は
、
住
み
込
み
の
男
性
使
用
人
は
一

七
人
を
数
え
る
の
み
と
な
る
。
し
か
し
、
同
じ
三
〇
宮
代
前
半
の
年
齢
層
に

属
す
る
夫
（
＝
二
人
）
と
配
偶
者
の
い
な
い
男
性
所
帯
主
（
一
八
人
）
は

合
わ
せ
て
＝
二
九
人
、
所
帯
内
の
息
子
は
五
人
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
合
計
一
六
一
人
が
三
〇
試
薬
前
半
の
年
齢
層
で
市
内
に
在
住
し
て
い
る
男

性
の
数
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
を
一
八
○
人
を
越
え
る
一
〇
横
代
後

半
か
ら
二
〇
歳
代
前
半
の
男
性
使
用
人
の
数
と
比
較
す
れ
ぼ
、
使
用
人
の
「

部
は
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
で
は
所
帯
を
構
え
ず
に
そ
の
後
再
び
市
外
に
流
出
す
る
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も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
同
じ
こ
と
は
女
性
の
住
み
込
み
使
用
人
に
も

当
て
は
ま
る
。
女
性
の
場
合
、
三
〇
歳
代
前
半
の
年
齢
層
で
住
み
込
み
使
用

人
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
三
四
人
、
妻
（
＝
一
七
人
）
あ
る
い
は
配
偶
者

の
い
な
い
女
性
所
帯
主
（
四
〇
人
）
は
合
わ
せ
て
皿
六
七
人
、
所
帯
内
の
娘

は
五
人
で
あ
り
、
市
内
に
在
住
し
て
い
る
三
〇
歳
代
前
半
の
女
性
は
二
〇
六

人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
〇
歳
代
前
半
の
年
齢
層
で
は
三
〇
〇
人
近
く
に

達
す
る
住
み
込
み
使
用
人
の
大
半
が
市
外
に
流
出
す
る
こ
と
な
く
結
婚
す
る

な
ど
し
て
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
残
留
す
る
と
す
れ
ば
、
三
〇
歳
代
前
半
の
市
内

在
住
者
の
数
が
二
〇
〇
人
余
り
に
ま
で
減
少
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
男

女
と
も
、
黒
み
込
み
使
用
人
の
一
定
の
部
分
は
、
住
み
込
み
使
用
人
と
し
て

働
く
た
め
に
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
市
内
に
流
入
し
、
住
み
込
み
使
用
人
と
し
て
の

役
割
を
終
え
て
市
外
に
去
っ
て
い
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ

う
に
、
住
み
込
み
の
使
用
人
は
年
齢
的
に
ば
か
り
で
な
く
、
地
理
的
な
移
動

と
い
う
点
で
も
通
過
的
な
性
格
を
持
つ
允
グ
ル
ー
プ
な
の
で
あ
る
。

　
①
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、
詩
ぎ

　
　
壽
ミ
蔑
蹄
帖
ミ
N
鉾
冒
ミ
註
“
噛
ミ
ミ
ひ
切
魯
一
ぎ
お
O
り
触
。
り
’
り
ゅ
も
。
り
。
げ
ぞ
騨
σ
℃
U
一
〇
陣
霞
”

　
　
閃
餌
ヨ
｛
嵩
ρ
貯
開
○
窪
o
b
口
H
帽
鵠
鵠
。
さ
≦
霞
ロ
曾
O
o
コ
N
o
二
p
伽
胃
①
ご
騨
僧
答
囚
。
。
自
。
一
－

　
　
冨
。
ぎ
出
誘
σ
q
●
鱒
鯨
鴇
ミ
h
ミ
N
母
言
孚
§
§
恥
㍗
§
㌧
し
d
島
■
b
。
悔
ω
ε
ヰ
σ
Q
p
詳
　
㊤
誤
》
ω
・

　
　
b
o
笛
◎
◎
塗
な
ど
を
参
照
。

皿
　
居
住
形
態

　
そ
れ
で
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
な
構
成
要
素
か
ら
成
る
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の

所
帯
は
一
体
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
居
住
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
続
い
て
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ハ
ノ
1
フ

ァ
ー
市
内
で
見
ら
れ
る
地
所
は
一
般
的
に
は
通
り
に
面
し
た
部
分
が
短
く
、

奥
行
き
の
深
い
短
冊
形
を
し
て
い
た
。
市
の
中
心
部
に
お
い
て
は
、
地
所
の

通
り
に
面
し
た
部
分
は
八
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
五
メ
ー
ト
ル
の
幅
が
あ
り
、
奥

行
き
は
四
〇
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
市

の
周
辺
部
で
は
地
所
の
面
積
は
も
っ
と
狭
か
っ
た
。
家
屋
は
当
初
は
こ
の
よ

う
な
短
冊
形
の
地
所
の
上
に
通
り
に
面
し
た
部
分
の
片
側
だ
け
を
利
用
し
て

建
て
ら
れ
て
お
り
、
地
所
の
も
う
一
方
の
側
は
裏
庭
に
入
る
た
め
の
通
路
に

な
っ
て
い
た
。
家
屋
は
二
階
建
て
の
木
組
造
り
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
の
上

に
は
急
勾
配
の
大
き
な
切
妻
式
の
屋
根
が
載
っ
て
い
た
。
一
六
世
紀
以
降
に

は
三
階
建
て
の
家
屋
な
ど
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
裏
鷹
に
は
別
棟
の

建
物
や
納
屋
が
建
て
ら
れ
、
余
裕
の
あ
る
場
合
に
は
そ
の
背
後
に
さ
ら
に
莱

園
が
設
け
ら
れ
た
。
一
五
世
紀
に
入
る
と
、
裏
庭
へ
の
通
路
な
ど
を
利
用
し

て
ブ
ー
デ
と
呼
ば
れ
る
旧
格
家
屋
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ブ
ー
デ

の
中
に
は
後
に
隣
の
母
屋
が
改
築
さ
れ
る
際
に
母
屋
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
た
も
の
も
あ
る
が
、
独
立
し
た
家
屋
と
し
て
存
続
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
。
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こ
う
し
て
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
市
内
の
家
屋
の
数
は
次
第
に
増
加
し
て
い
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
一
六
八
九
年
に
は
市
内
に
一
体
何
軒

の
家
屋
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
建
坪
や
階
数
や
別
棟
の
有
無
な

ど
を
問
わ
ず
に
数
え
れ
ば
、
ド
ム
ス
と
呼
ば
れ
る
正
規
の
家
屋
と
ブ
ー
デ
と

呼
ば
れ
る
劣
格
家
屋
を
合
わ
せ
て
、
こ
の
年
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
は
一
〇
二

九
軒
の
家
屋
が
建
っ
て
い
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
年
ハ
ノ
イ
フ

ァ
ー
に
お
い
て
は
一
五
二
三
の
所
帯
が
生
活
し
て
い
た
の
で
、
　
一
つ
の
所
帯

が
一
軒
の
家
屋
を
利
用
す
る
こ
と
は
物
理
的
に
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で

は
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
所
帯
は
】
体
ど
の
よ
う
な
形
で
家
屋
を
分
け
合
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
家
屋
の
利
用
の
仕
方
は
、
先
ず
、
所
帯
主
が
自
ら
所
有
す
る
家
号
に
居
住

し
て
い
る
場
合
（
持
ち
家
居
住
）
と
他
人
が
所
有
す
る
家
屋
に
居
住
し
て
い

る
揚
合
（
借
用
住
居
居
住
）
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
さ
ら

に
（
a
）
持
ち
家
に
所
有
者
の
所
帯
が
単
独
で
居
住
し
て
い
る
場
合
、
（
b
）

別
の
所
帯
を
一
所
帯
同
居
さ
せ
て
い
る
場
合
、
（
c
）
別
の
所
帯
を
複
数
同

居
さ
せ
て
い
る
場
合
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
後
者
は
、
（
d
）

一
つ
の
所
帯
が
単
独
で
借
家
を
利
用
し
て
い
る
場
合
、
（
e
）
複
数
の
所
帯

が
一
軒
の
借
家
を
利
用
し
て
い
る
場
合
、
（
f
）
一
所
帯
が
持
ち
家
居
住
所

帯
と
共
に
暮
ら
し
て
い
る
場
合
、
（
9
）
複
数
の
噺
帯
が
持
ち
家
居
住
所
帯

と
共
に
暮
ら
し
て
い
る
場
合
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
六
八
九
年
の
ハ

ノ
ー
フ
ァ
ー
に
お
い
て
は
（
a
）
の
所
帯
が
四
〇
八
所
帯
（
二
六
・
八
パ
ー

セ
ン
ト
）
、
（
b
）
の
所
帯
が
一
五
八
所
帯
（
一
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
（
c
）

の
所
帯
が
八
六
所
帯
（
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
（
d
）
の
所
帯
が
二
五
〇
所

慢
胃
（
一
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
（
e
）
の
所
帯
が
二
六
〇
所
…
帯
（
」
七
・
一

パ
ー
セ
ン
ト
）
、
（
f
）
の
所
縞
常
が
一
五
八
所
帯
（
一
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
、

（
9
）
の
所
帯
が
二
〇
三
所
帯
（
＝
二
二
一
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
見
ら
れ
た
。
自

ら
が
所
有
し
て
い
る
家
屋
に
居
住
し
て
い
る
所
帯
は
（
a
）
か
ら
（
c
）
ま

で
の
六
五
二
所
帯
（
四
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
他
人
が
所
有
す
る
家
屋
に

居
住
し
て
い
る
所
帯
は
（
d
）
か
ら
（
9
）
ま
で
の
八
七
一
所
帯
（
五
七
・

ニ
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
。
他
人
の
所
有
す
る
家
屋
に
居
住
し
て
い
る
所
帯

が
早
く
も
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
に
達
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
ま
た

家
屋
が
一
〇
二
九
軒
も
存
在
し
て
い
る
の
に
、
持
ち
主
の
所
帯
が
居
住
し
て

い
る
家
屋
が
六
五
二
軒
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
持
ち
主

が
居
住
し
て
い
な
い
残
り
三
七
七
軒
の
家
屋
の
中
に
は
市
当
局
や
教
会
・
宗

教
団
体
の
所
有
す
る
家
屋
、
持
ち
家
居
住
老
の
所
有
す
る
別
の
家
屋
、
所
有

者
が
市
内
に
不
在
の
家
屋
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　
次
に
、
家
屋
の
利
用
状
況
と
社
会
階
層
と
の
関
係
を
見
て
み
よ
う
。
上
記

の
（
a
）
か
ら
（
9
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
所
帯
の
所
帯
主

が
支
払
っ
た
人
頭
税
の
額
を
平
均
す
る
と
、
（
a
）
は
四
・
一
望
ー
ラ
！
、

（
b
）
は
三
・
ニ
タ
ー
ラ
ー
、
（
c
）
は
三
・
六
タ
ー
ラ
ー
、
（
d
）
は
三
・
111　（443）



表7　職業グループ毎の居住形態

1持ち家居住　1借」借用住居居住

196（41．3ero）

30（30．6　）

100（62．5　）

72（79．1　）

90（88．2　）

24（75．0　）

63（75．9　）

279（58．790）

68（69．4

60（37．5

19（20．9

12（11．8

8（25．0

20（24．1

）

）

）

）

）

）

652（42．8　） 871（57．2　）

手工業

商業・サーヴィス業

公務・自由業

下級使用人

兵　隊

物乞い・貧困者

日雇い労働者など

所帯全体

一
心
ー
ラ
！
、
　
（
e
）
　
は
一
・

七
タ
ー
ラ
ー
、
　
（
f
）
　
は
一
・

五
タ
ー
ラ
ー
、
（
9
）
は
一
・

一
タ
ー
ラ
ー
と
な
る
。
こ
こ
か

ら
、
　
（
a
）
の
単
独
で
持
ち
家

に
居
住
し
て
い
る
所
帯
に
は
上

位
の
社
会
階
層
に
属
す
る
も
の

が
相
対
的
に
多
か
っ
た
こ
と
、

（
b
）
と
（
c
）
の
持
ち
家
に

居
住
し
て
は
い
る
も
の
の
同
じ

家
屋
内
に
賃
貸
の
別
の
所
帯
を

抱
え
て
い
る
所
帯
、
お
よ
び

（
d
）
の
単
独
で
家
屋
を
借
り
て
い
る
所
帯
が
そ
れ
に
次
い
で
上
位
の
社
会

階
層
を
多
く
含
ん
で
い
た
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
、
（
e
）
と
（
f
）
と
（
9
）

の
他
入
の
所
有
す
る
家
屋
に
お
い
て
他
の
所
帯
と
共
に
暮
ら
し
て
い
る
所
帯

の
中
に
は
相
対
的
に
低
い
社
会
階
層
に
属
し
て
い
る
所
帯
が
多
く
含
ま
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
直
接
社
会
階
層
の
区
分

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
（
a
）
で
は
四
タ
ー
ラ
ー

以
上
の
人
頭
税
を
支
払
っ
た
上
層
お
よ
び
「
中
の
上
層
」
の
所
帯
が
こ
の
グ

ル
ー
プ
の
税
額
が
記
入
さ
れ
て
い
る
所
帯
の
四
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め

て
い
た
。
（
b
）
と
（
c
）
で
は
上
層
お
よ
び
「
中
の
上
層
」
の
割
合
は
そ

れ
ぞ
れ
三
八
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
四
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
ま
た

（
d
）
で
は
上
層
と
「
中
の
上
層
」
は
税
額
が
記
入
さ
れ
て
い
る
所
帯
の
三

〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
留
ま
っ
て
い
た
。
一
方
、
（
e
）
と
（
f
）
と
（
9
）

で
は
上
層
と
「
中
の
上
層
」
は
そ
れ
ぞ
れ
一
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
〇
・

九
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
・
ニ
パ
！
セ
ン
ト
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
続
い
て
、
家
屋
の
利
用
状
況
と
職
業
グ
ル
ー
プ
と
の
関
係
に
目
を
向
け
る

こ
と
に
し
よ
う
（
表
7
参
照
）
。
両
者
の
間
に
も
、
あ
る
特
徴
的
な
結
び
つ

き
が
存
在
し
て
い
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
住
ん
で
い
る
個
々
の
都
市
の
生

活
に
比
較
的
強
固
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
手
工
業
お
よ
び
商

業
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
と
そ
の
他
の
職
業
グ
ル
ー
プ
と
の
問
に
は
は
っ
き
り
し

た
持
ち
家
率
の
差
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
手
工
業
に
お
い
て
は
全
体
の
五

八
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
二
七
九
所
帯
が
、
商
業
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
に

お
い
て
は
全
体
の
六
九
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
六
八
所
帯
が
自
ら
所
有

す
る
家
屋
に
屠
住
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
務
・
自
由
業
で
は
持
ち

家
に
居
住
し
て
い
る
所
帯
の
比
率
は
三
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
六
〇
所
帯
）
、

領
邦
政
府
・
宮
廷
や
市
の
下
級
の
使
用
人
で
は
二
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
（
一

九
駈
帯
）
、
兵
隊
で
は
一
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
＝
一
所
帯
）
、
物
乞
い
・
貧

困
者
で
は
二
五
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
（
八
所
帯
）
、
旦
謡
い
労
働
者
な
ど
で
は

二
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
（
二
〇
所
帯
）
に
留
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
居
住
区
と
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家
屋
の
利
用
状
況
の
間
に
も
片
寄
っ
た
関
係
が
見
ら
れ
た
。
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー

市
内
は
主
要
な
道
路
に
沿
っ
て
オ
ス
タ
ー
地
区
、
マ
ル
ク
ト
地
区
、
ケ
ー
ベ

リ
ソ
ガ
ー
地
区
、
ラ
イ
ネ
地
区
の
四
つ
の
居
住
区
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
こ

の
う
ち
最
も
東
寄
り
の
オ
ス
タ
ー
地
区
に
は
四
七
〇
所
帯
、
そ
の
西
隣
の
マ

ル
ク
ト
地
区
に
は
二
＝
二
所
帯
、
さ
ら
に
そ
の
西
隣
の
ケ
ー
ベ
リ
ン
ガ
ー
地

区
に
は
三
九
〇
所
帯
、
最
も
西
懸
り
の
う
イ
ネ
地
区
に
は
四
五
〇
所
帯
が
居

住
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
四
つ
の
居
住
区
の
う
ち
最
も
持
ち
家
率
の
高
か
っ
た

の
は
マ
ル
ク
ト
地
区
で
、
所
帯
の
五
六
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
持
ち
家
に
住
ん

で
い
た
。
以
下
、
オ
ス
タ
ー
地
区
（
四
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
ケ
ー
ベ
リ

ン
ガ
ー
地
区
（
四
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
ラ
イ
ネ
地
区
（
三
四
・
七
パ
ー
セ

ン
ト
）
の
順
に
持
ち
家
率
は
低
下
し
て
い
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
居

住
区
の
所
帯
主
が
納
め
た
人
頭
税
の
平
均
額
は
マ
ル
ク
ト
地
区
四
・
○
タ
ー

ラ
ー
、
ケ
ー
ペ
リ
ン
ガ
；
地
区
三
・
ニ
タ
ー
ラ
ー
、
ラ
イ
ネ
地
区
二
・
六
タ

！
ラ
！
、
オ
ス
タ
ー
地
区
二
・
防
熱
ー
ラ
ー
と
な
っ
て
お
り
、
居
住
区
の
寓

魚
心
と
持
ち
家
率
は
必
ず
し
も
比
例
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
自
ら
が
所
有
す
る
家
屋
で
暮
ら
し
て
い
る
持
ち
家
居
住
所

帯
は
、
所
帯
全
体
の
中
で
も
、
あ
る
い
は
大
方
の
居
住
区
に
お
い
て
も
す
で

に
少
数
派
に
転
落
し
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
で
比
較
的
裕
福
な
社
会
階
層
や

手
工
業
者
お
よ
び
商
業
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
業
従
事
者
の
間
で
は
な
お
大
き
な
割

合
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
持
ち
家
居
住
所
帯
主
を
中
心
と
す

る
家
屋
所
有
者
の
場
合
に
も
、
同
じ
家
屋
が
同
じ
家
系
に
よ
っ
て
代
々
受
け

継
が
れ
て
い
る
例
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
。
一
六
八
九
年
の
人
頭
税
課
税
簿

に
見
ら
れ
る
家
屋
所
有
者
の
名
前
と
三
六
年
後
の
一
七
二
五
年
論
点
に
お
け

る
甫
税
シ
ョ
ー
ス
の
諜
税
簿
に
見
ら
れ
る
家
屋
所
有
者
の
名
前
を
比
べ
て
み

　
②

よ
う
。
　
一
六
八
九
年
に
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
存
在
し
て
い
た
一
〇
二
九
軒
の
う

ち
四
九
軒
に
つ
い
て
は
一
七
二
五
年
の
情
報
が
得
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
ら

を
対
象
か
ら
外
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
市
当
局
や
教
会
・
宗
教
団

体
な
ど
が
一
七
二
五
年
ま
で
継
続
し
て
所
有
し
て
い
た
家
屋
一
〇
〇
軒
も
除

外
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
残
り
八
八
○
軒
の
う
ち
一
六
八
九
年
に
所
有
者
と

な
っ
て
い
た
人
物
と
同
じ
姓
の
人
物
（
若
干
の
同
一
人
物
や
未
亡
人
を
含
む
）

が
一
七
二
五
年
に
も
所
有
者
で
あ
っ
た
家
屋
は
わ
ず
か
一
九
七
軒
、
比
率
に

す
る
と
二
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。
同
じ
姓
の
人
物
が
す
べ
て
息

子
で
あ
る
と
仮
定
し
て
も
、
一
六
八
九
年
か
ら
一
七
二
年
の
間
に
父
親
か
ら

息
子
へ
引
き
継
が
れ
た
家
屋
は
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
親

の
世
代
が
死
亡
し
た
際
に
家
屋
を
も
含
め
て
財
産
の
分
割
相
続
が
行
わ
れ
る

た
め
、
息
子
が
父
親
の
家
屋
を
継
承
す
る
こ
と
が
通
例
に
は
な
ら
な
か
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
家
屋
の
継
承
率
が
そ
の
ま
ま
家
屋
所
有
者
の
ハ
ノ

ー
フ
ァ
ー
へ
の
定
着
率
に
繋
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
帝
民

権
取
得
者
の
出
身
地
か
ら
見
て
お
こ
う
。
｛
六
七
〇
年
か
ら
＝
ハ
九
九
年
ま
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で
の
三
〇
年
間
に
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
お
い
て
市
民
権
を
取
得
し
た
男
性
は
一

〇
八
五
人
を
数
え
る
。
そ
の
う
ち
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
出
身
者
は
四
八
｝
人
で
、

全
体
の
四
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
外
来
者
は
四
一
三
人
で
、
全
体
の
三
八
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
（
残
り
の
大
部
分
は
出
身
地
の
記
載
な
し
）
。

一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
は
ハ
ノ
…
フ
ァ
ー
の
布
民
権
保
有
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

総
数
は
ほ
と
ん
ど
増
加
し
て
い
な
い
と
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
お
よ
そ
四
五

パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
出
身
者
の
割
合
が
市
罠
権
保
有
者
の
ハ

ノ
ー
フ
ァ
」
へ
の
残
存
の
割
合
を
も
表
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
一
七
世
紀
の
末
葉
に
は
布
民
権
保
有
者
の
お
よ
そ
四
五
パ
ー
セ

ン
｝
が
父
親
か
ら
患
子
へ
と
継
続
し
て
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
居
住
し
て
い
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ハ
ノ
ー
フ
ァ
i
市
内
で
家
屋
を
購
入
す

る
に
は
そ
の
前
提
と
し
て
市
民
権
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た

と
い
う
察
情
も
あ
り
、
市
民
権
保
有
者
の
大
半
は
締
屋
所
有
者
に
よ
っ
て
占

め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
上
記
の
市
民
権
保
有
者
の
市
内
へ
の
残
存
率
は
家
屋

所
有
者
に
も
ほ
ぼ
当
て
は
ま
る
と
言
え
る
。
先
に
示
し
允
家
屋
の
継
承
率
と

合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
家
屋
駈
有
者
の
半
数
弱
が
父
親
か
ら
息
子
へ
と
継
続

し
て
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
居
住
し
て
い
た
が
、
継
続
居
住
す
る
息
子
の
中
で
父

親
か
ら
家
屋
を
引
き
継
ぐ
者
は
半
数
弱
に
留
ま
勢
、
残
り
は
別
の
家
屋
を
購

入
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
社
会
の
基
本
的
単
位
を
な
す
所
帯
は
前
節
で
見
た
よ
う
に

必
ず
し
も
安
定
的
な
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と

り
わ
け
、
住
み
込
み
の
使
用
人
に
つ
い
て
は
そ
の
流
動
性
の
高
さ
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
代
に
は
労
働
力
提
供
者
の
大
半
は
住
み
込
み
の

使
用
人
と
し
て
雇
い
主
の
所
帯
の
申
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
が
、
実
の
と
こ

ろ
住
み
込
み
の
使
用
人
は
青
年
期
の
過
渡
的
な
務
め
口
以
上
の
も
の
で
は
な

く
、
長
く
こ
の
仕
事
に
留
ま
る
者
は
少
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
比
較
す
れ
ば
、

所
帯
主
は
所
帯
の
相
対
的
に
安
定
し
た
要
素
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
そ
の
所
帯
主
に
し
て
も
、
ど
れ
ほ
ど
深
く
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
社

会
に
根
を
下
ろ
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
疑
わ
し
い
点
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
ら
家
量
を
所
有

し
、
そ
こ
で
生
活
を
営
ん
で
い
る
所
帯
主
は
全
体
の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
余
り

に
過
ぎ
ず
、
残
り
の
所
帯
主
は
他
人
の
家
を
借
り
て
暮
ら
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
世
代
を
越
え
て
父
親
か
ら
息
子
へ
と
継
続
し
て
ハ
ノ
ー
フ

ァ
ー
で
暮
ら
し
て
い
た
家
屋
所
有
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
数
は
家

屋
所
有
者
の
半
分
に
満
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
ハ
ノ
ー
フ
ァ

ー
に
お
け
る
所
帯
主
や
住
み
込
み
使
用
人
の
在
り
方
を
通
じ
て
考
え
る
と
、

近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
社
会
は
か
な
り
流
動
性
の
高
い
社
会
で
あ
っ
た
と

理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
確
か
に
、
近
世
社
会
に
お
い
て
は
各
所
に
構
成
員

の
社
会
的
あ
る
い
は
地
理
的
な
移
動
を
阻
む
制
度
上
の
障
害
が
設
け
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
結
局
、
そ
う
し
た
障
害
は
意
図
し
た
通
り
に
は
社
会
の
構
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成
員
の
移
動
を
阻
止
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
制
度
上
の
障
害
に
の
み
着

目
し
て
近
代
以
前
の
社
会
を
圃
定
的
で
硬
直
し
た
社
会
と
捉
え
よ
う
と
す
る

考
え
方
は
今
な
お
命
脈
を
保
っ
て
い
る
が
、
実
態
面
で
の
流
動
性
を
踏
ま
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
上
で
の
近
世
社
会
に
つ
い
て
の
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

①
　
ピ
Φ
o
コ
7
羅
臼
㌧
穴
●
罰
”
ω
け
冨
ω
。
。
o
づ
蔭
コ
色
＝
餌
話
霞
一
日
銭
8
p
　
出
ρ
昌
昌
。
く
㊦
び

　
ヨ
”
ミ
↓
§
8
ミ
題
ミ
O
馬
笥
ミ
鳥
ミ
魯
ミ
慧
“
憶
b
切
〔
r
b
δ
メ
お
隠
、
ω
・
ト
ニ
窃
h
「
…
護
繕
一
①
び

　
Q
Q
一
①
σ
q
蹄
一
a
鱒
路
銭
§
帖
§
袋
、
、
惑
ミ
§
“
ミ
§
出
器
8
＜
o
戦
一
り
Q
。
O
層
ω
．
q
ρ
①
b
。
…

　
℃
一
雪
鬼
ポ
国
Φ
一
旨
鐸
8
寓
霞
げ
2
け
鼠
ロ
ロ
篇
げ
⑦
邑
お
＝
鐸
α
国
毛
巴
二
ω
戦
一
×
”
專
§
§
㍗

　
“
ミ
悪
簿
園
ミ
冬
画
学
装
ミ
馬
ミ
噛
§
ミ
ミ
幅
囚
α
ぎ
δ
9
、
ω
．
一
①
上
浦
こ
δ
◎
。
頃
・

②
　
ミ
“
§
o
e
ミ
、
恕
ぎ
O
器
“
ミ
“
ミ
9
ミ
驚
ミ
、
し
σ
伍
・
b
。
8
一
㊤
b
。
溌
ω
■
b
ρ
邸
ム
ω
り
い
切
自
■
b
。
り
、

　
お
b
。
◎
ω
・
一
－
嵩
P
b
。
O
。
。
凸
愈
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ピ
8
夢
鴛
象
の
上
記
論
文
に

　
は
市
内
の
各
家
屋
に
つ
い
て
一
四
二
八
年
、
一
五
三
四
年
、
一
六
二
五
年
、
一
七

　
二
五
年
、
一
八
二
五
年
、
一
九
二
三
年
の
所
有
者
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
七

　
二
五
年
の
所
有
者
に
関
し
て
は
そ
の
記
載
を
利
用
し
た
。

③
ω
言
象
葺
雪
評
冒
9
。
空
誉
し
口
。
母
σ
■
…
b
暗
≧
寒
ミ
轟
ミ
怨
“
ミ
鳴
建
ヘ
ミ
職
ミ

　
ミ
装
a
ミ
ミ
9
§
8
ミ
㎏
壊
心
＼
と
点
亀
♪
寓
㊤
三
富
。
冨
一
一
①
筈
臼
σ
Q
一
Φ
舞
触
o
Q
・
窓
Q
。

　
の
数
字
に
基
づ
い
て
計
算
し
た
。
市
民
権
は
親
子
で
糟
続
さ
れ
る
筋
合
い
の
も
の

　
で
は
な
く
、
新
た
な
取
得
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
、
市
民
権
取
得
者
の
申
に
は
市

　
畏
権
保
有
者
の
子
供
も
含
ま
れ
て
い
る
。

④
　
廻
建
冥
ヨ
9
望
o
J
O
窪
〒
二
二
ω
”
冥
宣
詳
鵠
霞
切
O
お
¢
7
を
角
一
〇
σ
富
一
旨
ミ
・

　
一
脚
げ
ひ
q
昌
血
Φ
詳
貯
α
賃
男
霧
一
山
。
壽
ω
冨
鳥
辟
国
拶
昌
コ
。
〈
賃
型
ぎ
”
寓
㊤
冨
－
U
一
9
醇

　
ω
o
げ
耳
門
、
包
帯
σ
Q
e
“
ミ
扇
§
s
ミ
．
」
ミ
躊
§
u
§
駄
ミ
の
譜
ミ
㌧
蛍
。
一
〇
h
⑦
囲
ユ
一
〇
㊤
b
。
「

　
o
ワ
・
瞳
齢

⑤
≦
〇
三
①
さ
缶
磐
ω
－
⊆
ユ
。
汀
b
価
ミ
魯
ぎ
O
塁
ミ
恥
寒
ミ
W
銘
馬
題
ミ
鳥
ミ
馬
”
切
α
．
ど

　
嵐
習
。
剛
6
コ
一
り
。
。
8
ω
．
り
ω
罰
目
津
な
ど
に
も
ツ
ン
フ
ト
の
閉
鎖
性
を
そ
の
ま
ま

　
近
世
の
手
工
業
者
の
世
界
の
固
定
性
と
受
け
取
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、
近
世
史
の
専
門
家
は
す
で
に
流
動
性
の
問
題
を
認
識
す
る
に
至
っ
て
い

　
る
。
例
え
ば
ω
o
ぴ
巳
N
ρ
≦
首
h
ユ
。
α
”
U
h
o
6
。
蕪
コ
α
富
。
財
①
Ω
⑦
ω
⑦
ご
ω
0
7
p
津
α
o
ω

　
δ
．
＼
一
S
冒
貯
7
§
α
①
慧
。
。
甲
一
ω
娼
8
寓
⑦
旨
く
。
謬
聾
鉾
欝
q
＆
U
馬
草
ヨ
一
ぎ
貯
”

　
U
魯
ω
●
瓢
窃
σ
q
■
”
9
§
ミ
隔
も
譜
9
題
葬
暮
ミ
ご
ミ
戚
旨
軸
帖
ミ
馬
さ
守
ミ
ミ
き
ヨ
勾
嵩
9
臼
　

　
一
り
Q
◎
○
◎
　
ω
●
一
1
一
メ

　
　
　
、
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